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ブ
-
フ
ン
ス

八

O
六
年
仲
裁
法
の
制
定
の
経
緯

本
稿
の
表
題
の
フ
ラ
ン
ス
一
八

O
六
年
仲
裁
法
と
は
一
八

O
六
年
四
月
二

九
日
に
制
定
さ
れ
同
年
五
月
九
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
民
事
訴
訟
法
第

二
部
第
三
編
た
る
仲
裁
に
つ
い
て
と
題
す
る
単
章
の
第
一

C
C三
条
か
ら
第

一
O
二
八
条
に
至
る
法
条
か
ら
成
る
も
の
を
い
う
。

右
仲
裁
法
は
近
年
次
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
。
①
一
九
七
二
年
七
月
五
日

法
律
第
七
二
1

六
二
六
号
に
よ
り
、
第
一

0
0
=一
条
お
よ
び
第
一

O
O四
条

が
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
る
規
定
と
し
て
、
民
法
の
中
に
、
第
二

O
五
九

条
お
よ
び
第
二

O
六
O
条
が
設
け
ら
れ
、
か
っ
、
民
法
中
に
第
二

O
六
一
条

が
設
け
ら
れ
た
。
②
一
九
七
五
年
七
月
九
日
法
律
第
七
五
五
九
六
号
に
よ

り
、
民
法
第
二

O
六
O
条
に
第
二
項
が
追
加
さ
れ
た
。
③
一
九
七
五
年
一
二

月
五
日
デ
グ
レ
第
七
五
|
一
一
一
一
一
一
号
第
一
九
条
に
よ
り
、
@
民
訴
法
第
一

昇

1

・4
け

μ

O
二
七
条
が
廃
止
さ
れ
、
⑨
第
一

O
二
三
条
、
第
一

O
二
六
条
お
よ
び
第
一

O
二
八
条
が
、
新
民
事
訴
訟
法
典
ハ
一
九
七
五
年
一
二
月
五
日
デ
ク
レ
第
七

五

i
一
一
二
三
号
)
の
制
定
に
対
応
し
て
、
修
正
を
受
け
た
。
こ
う
し
て
、

右
仲
裁
法
の
条
項
の
う
ち
、
第
一

O
O五
条
か
ら
第
一

O
二
六
条
ま
で
と
第

一
O
二
八
条
が
新
民
事
訴
訟
法
典
施
行
後
も
効
力
を
有
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
仲
裁
法
が
立
法
に
関
係
す
る
諸
機
関
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
経
過
を
経
て
成
立
し
た
か
を
調
べ
て
見
る
。
資
料
は
、

H
b
n同
少
戸
内
凶

-bm-ω
】
三
芯
ロ

n-i-0・
2
5
5
2門戸色。

2
2
-
5
5
0
F
w
仏

m
g
司

3
5
0・

吋

0
5・
Nω
・
5
8
か
ら
採
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

L
二
一
六
七
頁
と
い
う
ふ

う
に
引
用
箇
所
を
一
不
す
。

2 

一
八

O
六
年
民
訴
法
の
第
三
編
は
共
和
一
一
一
一
年
牧
月
二
五
日
(
一
人
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料

O
五
年
六
月
一
四
日
〉
に
回
目
宮
口
に
よ
っ
て
わ
O
ロ
宮
ニ
ハ
可
思
呉
(
国
務

上
」
が
訳
し
て
い
る
)
に
提
出
さ
れ
、

院
と
山
口
俊
夫
「
概
説
フ
ラ
ン
ス
法

資

同
日
の
会
議
と
牧
月
二
九
日
(
六
月
一
八
日
〉
の
会
議
に
お
い
て
討
論
が
行

な
わ
れ
、
収
獲
月
一

O
日
(
六
月
二
九
日
〉
の
会
議
に
お
い
て
終
局
的
に
決

定
さ
れ
た
。
こ
の
最
終
会
議
で
採
択
さ
れ
た
案
は
、
翌
一
一
日
(
六
月
一
ニ

O

日
)
に
、
吋
ユ
ゲ
ロ
口
町
民
(
護
民
院
と
山
口
前
掲
が
訳
し
て
い
る
)
の
立
法
部
に

非
公
式
に
伝
達
さ
れ
た
。
こ
の
立
法
部
は
意
見
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
が
も
と

に
な
っ
て
、
寸
ユ
ゲ
ロ
ロ
え
の
立
法
部
の
メ
ム
パ
!
と
の
C
口
百
ニ
円
何
同
氏
の

立
法
部
の
メ
ム
パ

l
の
悶
で
ひ
と
つ
の
協
議
が
も
た
れ
た
。
こ
の
協
議
の
終

了
後
に
、
辺
自
宮
口
は

一
八

O
六
年
三
月
二
九
日
、
第
三
編
の
最
終
案
を

提
出
し
た

(
L
四
一
八
頁
に
は
盟
問
。
?
司
尽
包
括
ロ

2
が
提
出
し
た
と
な
っ

て
い
る
〉
。
四
月
一
九
日
、
。
D
G
m
H
h
b
m
E巳
広
(
立
法
府
と
山
口
前
掲
が
訳

し
て
い
る
)
に
お
い
て
、
の
と
ご
が
、
し
『
田
口
宮
ユ
と
∞
内
山
口
2
と
を
伴
っ
て
、

法
案
を
提
出
し
、
理
由
を
開
示
し
た
。
四
月
二
九
日
、
の
C
ロ
匂
ニ
匂
芯
向
。
-
ロ
と

ζ
と
}
R
H
H
H
b

と
が
、
。
D
H
勺印円、恥
m-ω}釦
件
以
に
お
い
て
、
吋
ロ
rzg-H
の
立
法

部
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
採
択
希
望
を
提
出
し
た
。
そ
の
理
由
を

日

rp-FEMAmaか
開
示
し
た
。
こ
の
日
の
そ
の
会
議
で
わ
C
G
m
H
k
b
m
E
E丘町

(

一

一

)

は
賛
成
二
三
九
対
反
対
三
の
多
数
で
法
案
を
可
決
し
た
。

3 

右
の
よ
う
な
制
定
過
程
に
お
け
る
論
議
の
中
に
見
ら
れ
る
仲
裁
制
定

法
立
法
の
理
由
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
。
当
時
、
民
事
訴
訟
が
、
形
式
が
細
密

煩
演
で
あ
っ
て
、
揚
足
取
り
や
好
策
に
用
い
ら
れ
、
こ
れ
に
無
益
な
能
弁
舌

が
加
わ
り
、
そ
の
所
期
の
機
能
を
果
し
て
い
な
い
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い

2
一

)

{

四

)

た
。
時
間
と
費
用
が
よ
り
少
な
く
て
済
む
訴
訟
が
望
ま
れ
た
。
民
事
訴
訟
法

典
の
制
定
は
、

一
切
の
駄
弁
と
一
切
の
無
益
な
形
式
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
明

断
で
単
純
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
狙
っ
冶
)
こ
の
よ
う
な
民
事
訴
訟
の
ほ
か

に
、
仲
裁
の
法
を
立
法
的
に
整
備
し
よ
う
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
仲
裁
は
多

く
の
争
訴
を
終
憶
さ
せ
る
迅
速
な
穏
和
な
立
派
な

(roロ
O
B
E
σ
)
手
段
で
あ

り
、
厄
介
な
事
件
で
さ
え
も
そ
れ
に
依
ろ
う
と
い
う
気
に
な
る
も
の
で
あ

(
ム
ハ
)

り
、
か
っ
、
費
用
が
訴
訟
よ
り
も
安
く
す
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

仲
裁
は
訴
訟
裁
判
官
に
依
ら
な
い
で
裁
判

C
Z
E
B
)
を
得
る
手
段
で
あ
る
。

訴
訟
に
依
ら
な
い
で
裁
判
を
得
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
に
は
か
な
ら
ず
訴

(七)

訟
同
様
に
そ
の
裁
判
を
保
障
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
。
他
方
に
お
い
て
、

最
良
の
法
律
の
規
定
で
も
、
誤
っ
た
適
用
や
欠
点
の
あ
る
解
釈
が
な
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
生
ず
べ
き
不
正
が
、
仲
裁
に
依
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
不
変
の

(
八
}

一
般
準
則
に
よ
っ
て
予
防
さ
れ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

六
か
条
し
か
な
い
一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
デ
ク
レ
は
、
そ
れ
以
前

か
ら
の
仲
裁
に
関
す
る
法
令
や
判
例
を
整
え
る
の
に
は
極
め
て
不
十
分
で
あ

(九〕
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
、

一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四
日
以
後
の
法
律

北法30(4・126)808



A

一O
)

は
、
仲
裁
を
過
度
に
強
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
た
a

つ
ぎ
に
、
制
定
過
程
に
お
い
て
、
基
本
と
し
て
討
議
さ
れ
た
主
題
は

な
に
で
あ
り
こ
れ
に
つ
き
見
解
が
ど
の
よ
う
に
分
か
れ
た
か
を
見
る
。

4 
①
法
律
に
よ
り
仲
裁
を
規
制
す
る
こ
と
の
是
否

国
務
院
に
お
け
る

審
議
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
り
仲
裁
を
規
制
す
る
こ
と
を
廻
っ
て
評
定
官

Y
向

c
c
E
2
と
評
定
官
吋
H
m
ニ
E

E
と
の
閣
に
、
論
争
が
あ
っ
た

(
L
一二

九
一

i
三
九
三
一
良
)
。
宮

E
E
2
は
法
律
は
仲
裁
に
関
わ
る
べ
き
で
な
レ

と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
市
民
は
法
律
が
与
え
る
裁
判
官
に

ブラシス一八O六年仲裁法の制定の経緯

の
み
服
す
べ
き
も
の
で
、
市
民
自
身
が
選
ん
だ
者
(
仲
裁
人
)
は
、
こ
れ

に
服
す
べ
く
強
制
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
く
、
市
民
は
こ
れ
を
撤
回
す
る
自

由
を
常
に
保
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
あ
っ
た

(
L
一
二
九
一
頁
)
。

人
が
仲
裁
人
に
服
す
る

(
仲
裁
契
約
が
、

私
法
上
の
契
約
と
異
な
り
、

(
2
8
E
5
2可

ε
と
い
う
関
係
を
設
定
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と

い
う
点
に
存
す
る
問
題
点
を
摘
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
注
目
す
べ

き
で
あ
る
)
。
こ
れ
に
対
し
、
吋
，

Z
ニ
宮
三
は
、
仲
裁
は
契
約

(
g
E
S
H
)

で
あ
り
、
契
約
は
法
律
の
規
制
を
受
け
当
事
者
双
方
を
繋
縛
す
る
(
口
氏
)

も
の
で
、
自
由
は
仲
裁
に
お
い
て
も
そ
の
他
の
約
束
に
お
け
る
と
同
じ
く

割
譲
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
人
は
あ
る
義
務
を
負
う
と
き
に
自
己
の

自
由
を
消
耗
し
、
か
く
し
て
人
は
自
分
が
そ
れ
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
繋
縛

さ
れ
る
の
で
あ
る
、

と
反
論
し
た

(
L
一一一九一

l
二
頁
)
(
契
約
の
一
般

論
を
形
式
的
に
仲
裁
付
託
に
適
用
し
た
も
の
で
、

Z
0
5
5
H
と
の
間
に
少

し
噛
み
合
わ
な
い
点
が
あ
る
)
。
冨
C
E
E
2
は
、
こ
れ
に
対
し
、
た
と
え

ば
売
買
契
約
は
、
締
結
の
瞬
間
に
当
事
者
双
方
の
将
来

(
r
gユ
)
が
決

し
、
仲
裁
付
託
に
お
け
る
よ
う
な
、
意
思
を
そ
の
後
に
変
更
す
る
と
い
う

余
地
は
、
な
い
の
で
あ
る
と
再
反
論
し
た

(
L
三
九
二
頁
)
。
こ
こ
で
、

議
長
が
口
を
出
し
て
、
仲
裁
付
託
を
す
る
人
は
、
争
訟
を
速
や
か
に
終
結

せ
し
め
ん
と
の
意
図
を
有
し
、
こ
の
意
図
の
も
と
に
、
よ
り
規
則
的
だ
が

よ
り
緩
慢
な
裁
判
所
の
手
続
よ
り
も
よ
り
迅
速
な
仲
裁
の
道
を
選
ぶ
の
で

あ
る
か
ら
、
好
き
な
よ
う
に
補
充
で
き
る
署
名
入
り
白
紙
を
交
付
す
る
と

い
う
よ
う
な
も
の
な
ら
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
か
か
る
軽
い
行
為
に
よ
っ

て
繋
縛
さ
れ
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
裁
判
を
受
け
た
い
と

欲
す
る
裁
判
所
を
み
ず
か
ら
組
織
す
る
場
合
に
な
ぜ
繋
縛
さ
れ
な
い
だ
ろ

う
か
、

と
述
べ
た

(
L
一
二
九
二
頁
)
(
こ
の
発
言
の
中
に
、

仲
裁
付
託
に

お
い
て
仲
裁
人
が
特
定
し
て
指
名
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
点
が

わ
た
く
し
の
注
意
を
惹
く
。
全
体
と
し
て
は
、
二
人
の
焦
点
を
合
わ
せ
よ

う
と
し
た
発
言
で
あ
る
〉
。
か
く
し
て
、
三
O
E
E
2
は
、
市
民
は
法
律
の

執
行
者
た
る
裁
判
官
し
か
裁
判
者
と
は
認
め
な
い
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ

る
方
が
よ
い
と
繰
り
返
す
が
、
仲
裁
付
託
の
慣
用
は
司
法
へ
の
あ
て
こ
す

北法30(4・127)809



料

り
で
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る

(
L
三
九
二
頁
)
。
こ
れ
に
対
し
、
叶
円
。
ナ

-E丘
は
、
自
由
は
尊
重
さ
る
べ
き
だ
か
ら
、
当
事
者
双
方
が
紛
争
を
終

資

結
さ
せ
る
や
り
方
に
つ
き
一
致
し
た
と
き
は
、
彼
等
に
逆
つ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
り
、
自
己
の
財
産
を
贈
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
が
、
そ
の

財
産
に
つ
き
、
最
も
好
都
合
と
考
え
る
や
り
方
で
、
彼
等
が
信
頼
を
置
く

人
に
、
処
分
を
一
任
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
能
力
を
有
し
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
由
に
足
伽
を
は
め
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
〈
L
一
二
九
二
頁
)
。

こ
れ
に
対
し
、

Y
向。

EH-R
は
、
自
由
は
、
何
も
ま
だ
終
っ
て
い
な
い
か

ぎ
り
自
己
の
意
思
に
従
う
こ
と
に
あ
り
、
信
頼
を
裏
切
っ
た
者
に
対
し
て

信
頼
を
し
な
い
こ
と
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
繰
り
返
し
た

(
L
三
九
二
頁
〉
。
こ
れ
に
対
し
て
、
吋
日
ニ
r田
正
は
、
こ
の
よ
う
に
自
由

に
繋
縛
を
解
き
、
気
が
向
い
た
ら
ま
た
約
束
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

社
会
に
は
無
秩
序
と
混
乱
し
か
存
し
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
た

(
L
一
二
九
三

頁
)。田

-
Z
(
注
(
二
〉
を
み
よ
)
は
、
国
務
院
で
の
こ
の
論
争
を
知
っ
て
い

た
の
で
、
立
法
府
で
の
提
案
理
由
説
明
に
お
い
て
、
こ
の
見
解
の
対
立
を
要

約
し
て
紹
介
し
て
い
る
ハ
L
四
二
四
頁
)
。
の
巳
ロ
自
身
は
、
仲
裁
付
託
は

契
約
で
あ
っ
て
締
結
に
よ
り
義
務
づ
け
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
異

議
の
余
地
の
な
い
原
理
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た

(
L
四
二
四
頁
)
。

②
公
序
と
仲
裁

-
S
L
Z
日

M
Z
E
K
(
公
序
)
が
仲
裁
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
り
あ
う
の
か
が
、
基
本
的
な
主
題
で
あ
っ
た
。
紛
争
解
決
付
託
を

契
約
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
公
序
が
契
約
自
由
の
原
則

に
ど
の
よ
う
に
介
入
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ

る
。
こ
の
間
題
は
、

一
方
で
は
、
仲
裁
事
件
適
格
の
問
題
と
し
て
把
握
さ

れ

一
方
で
は
、
偽
造
申
立
や
刑
事
の
問
題
が
仲
裁
手
続
中
に
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
司
法
裁
判
所
に
専
属
す
る
も
の
と
す
る
と
い
う
方
向
で
と

ら
え
ら
れ
た
。
細
目
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

①
仲
裁
人
の
判
断
基
準

仲
裁
人
は
何
を
基
準
に
し
て
事
案
に
つ
き

判
断
を
下
す
か
も
基
本
的
な
主
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
伝

統
に
従
い
、
当
事
者
が
別
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
普
通
法

S
E
X
8
5
B
E
)
の
規
定
(
】
2
H
m
m
-
g
r
骨
三
件
)
に
従
い
判
断
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
た
。
当
事
者
が
、
仲
裁
付
託
に
お
い
て
、
仲
裁
人
が
衡
平

(25Hb)
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
旨
を
定
め
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

m
g
E
E
O
B
B司
2
5
5
(友
誼
仲

裁
人
)
と
し
て
宣
告
す
る
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
。

④
仲
裁
人
が
可
否
同
数
に
至
っ
た
場
合
の
措
置

仲
裁
の
基
礎
が
契

約
で
あ
る
か
ら
、
仲
裁
人
は
当
事
者
が
選
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
契
約
当

事
者
は
平
等
た
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
は
一
致
し
な
い
か
ぎ
り
め
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い
め
い
同
数
の
仲
裁
人
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
か
く

し
て
、
仲
裁
判
断
の
さ
い
に
意
見
が
同
数
に
分
か
れ
る
こ
と
が
当
然
に
予

恕
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
処
置
の
方
法
は
当
然
に

基
本
的
な
主
題
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

」
れ
に
つ
い
て
は

基
本

は
、
こ
の
場
合
に
は
仲
裁
付
託
は
消
滅
に
帰
す
る
と
い
う
思
想
に
立
つ

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
異
な
る
定
め
、
す
な
わ
ち
、
第
三
の
仲
裁
人
に
仲

裁
判
断
さ
せ
る
旨
の
特
約
を
す
る
こ
と
を
適
法
と
し
た
。

つ
ぎ
に
、
形
式
的
お
よ
び
手
続
的
側
面
の
規
制
に
お
け
る
基
本
的
な

事
柄
と
し
て
ど
ん
な
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
か
を
見

5 
る

ブラ γス一八O六年仲裁法の制定の経緯

①
仲
裁
付
託
方
式
は
、
契
約
の
方
式
に
準
ず
る
こ
と
に
さ
れ
た
。

公
正
証
書
に
限
ら
ず
、
私
署
証
書

2
2
0
8
5
巴

m
E
Z
Z
H
E芯
)
も

有
効
と
さ
れ
た
(
一

O
O五
条
)
。

付
託
の
内
容
は
い
か
な
る
者
(
仲
裁

人
)
が
い
か
な
る
対
象
に
つ
き
仲
裁
す
べ
き
か
を
正
確
に
特
定
し
て
示
す

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
強
行
的
規
制
を
と
っ
た
。
仲
裁
人

は
裁
判
官
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
配
慮
し
て
仲
裁
人
の
権
限
の
範
囲
を
明

確
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
も
っ
て
総
越
を
予
防
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る

2
r
z
R
g
b
ど
う
い
う
人
か
は
注
合
一
)
を
み
よ
)
。
仲
裁
付
託
契
約
中

に
任
意
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
は
、
強
行
法
規
・
公
序
・
良
俗
に
反
し
な

い
か
ぎ
り
、
自
由
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
仲
裁
手
続
を
規
制
す
る

規
定
を
自
ら
定
め
る
自
由
を
当
事
者
は
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
、
仲
裁
決
の
定
め
と
異
な
る
約
束
を
(
た
と
え
ば
、
仲
裁
人
が

友
誼
的
仲
裁
人
と
上
て
仲
裁
す
る
こ
と
、
意
見
同
数
の
場
合
に
第
三
の
仲

裁
人
を
選
ぶ
こ
と
や
仲
裁
人
に
許
す
こ
と
、
控
訴
権
を
放
棄
す
る
こ
と
〉

仲
裁
付
託
契
約
の
な
か
の
条
項
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
逆
に
、
仲
裁
付
託
契
約
中
に
特
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い

と
き
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
普
通
法
に
よ
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
と
推
定

さ
れ
た
(
去
と

}
R
5
3
0

②
仲
裁
判
断

②
仲
裁
人
は
国
の
裁
判
官
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仲

裁
人
は
裁
判
官
の
機
能
を
果
す
。
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
法
が
課
す
る
義
務
を

仲
裁
人
も
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
義
務
か
ら
免
れ
る

こ
と
を
当
事
者
が
一
致
し
て
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
れ
が
、

当
時
の
、

仲
裁
人
の
性
質
に
つ
い
て
の
基
本
観
で
あ
っ
た

(呂田
-
E
H
B
b

参
照
)
。
@
通
常
民
事
事
件
に
お
い
て
は
二
つ
の
審
級
に
お
い
て
裁
判
さ

れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
。
こ
れ
は
普
通
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
。
一
一
仲
裁

人
の
裁
判
を
受
け
る
こ
と
は
一
個
の
審
級
を
利
用
し
た
こ
と
に
当
る
。
し

た
が
っ
て
、
仲
裁
判
断
に
対
し
て
は
司
法
裁
判
所
へ
の
訴
え
(
若
宮
}
)
が

二
つ
目
の
審
級
と
し
て
保
障
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
両
当
事
者
は
こ
の
(
上
)
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手ヰ

訴
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
に
お
い
て
、
控
訴

(
H
不
服
申

立
省
官
]
〉
ま
た
は
再
審
申
請

(H2忌
H
o
n
-
i
r
)
事
件
に
つ
い
て
の
仲

資

裁
判
断
門
訴
訟
事
件
が
控
訴
審
に
係
属
中
の
場
合
、
ま
た
は
再
審
申
請
事

件
と
し
て
係
属
中
の
場
合
に
、
こ
れ
に
つ
き
仲
裁
付
託
が
な
さ
れ
た
場
合

を
い
う

l
筆
者
〕
は
必
然
的
に
最
終
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
が
立
法
者
の

基
本
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た

(YE--RBb
参
照
)
。
の
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
法
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

一
七
九

O
年
八
月
一
六

l
二
四

日
の
司
法
組
織
に
関
す
る
デ
ク
レ
は
、
冒
頭
第
一
章
を
「
第
一
章
仲
裁
人
」

と
し
て
六
ケ
条
を
設
け
た
。
第
一
条
は
《
仲
裁
は
市
民
間
の
争
訟
を
終
結

せ
し
め
る
最
も
合
理
的
な
手
段
に
し
て
、
立
法
者
は
仲
裁
付
託
の
愛
好
で

あ
れ
効
用
で
あ
れ
こ
れ
を
減
少
せ
し
む
べ
き
い
か
な
る
規
定
を
も
制
定
す

る
こ
と
を
得
ず
》
と
規
定
し
、
第
四
条
は
《
仲
裁
判
断
を
品
目
uoF叫
す
る

〔
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
司
法
裁
判
所
に
不
服
中
立
す
る

l
筆
者
〕
こ
と
は
許
さ

れ
る
こ
と
な
し
、
た
だ
し
、
当
事
者
双
方
が
仲
裁
付
託
に
お
い
て
控
訴
の

権
能
を
明
示
的
に
留
保
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
》
と
規
定
し
た

(
同

Non-』
O
F
]
伺
恥
ロ
恥
】
「
h
L
L
O印

]
C
F
ω

同
門
仏
伶

m
m
H
H
h
x
p
H
h
c
U
釦
ロ
ロ
D
尽め
P

H叶
∞
申

世

5
8・H
M
-
A
S
)

。
@
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
、
革
命
法
の
原
則
か
ら
普

通
法
の
基
本
則
に
一
戻
一
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

を
、
宮
丘

-
R
B
b
は
、
《
普
通
法
に
戻
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
奨
励
さ
れ
て

お
り
、
つ
ね
に
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
》
と
い
う
古
諺
を
引
用
し
て
説

明
し
て
い
る
。
〔
こ
の
頃
、
す
で
に
、
右
の
革
命
法
に
対
し
て
は
反
動
が
あ

り
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
立
法
が
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
(
河

c
Z吋
F

〉
手
言
品
。

2
2
-
2
2
B
B
2巳
m

子
品

E
-
5ミ
-
H
M

・

5
)〕。

③
仲
裁
人
と
当
事
者
の
聞
の
法
律
関
係

仲
裁
付
託
は
契
約
で
あ
る

と
把
握
さ
れ
、
仲
裁
人
と
当
事
者
の
問
に
も
契
約
が
成
立
す
る
と
把
握
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
消
滅
原
因
に
つ
い
て
も
契
約
の
消
滅
原
因
に

つ
い
て
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
仲
裁
人
と
当
事

者
の
聞
の
法
律
関
係
は
委
任

(
B
B合
同
)
と
把
え
ら
れ
た

(
L
四
四
三
頁
)
。

仲
裁
人
は
裁
判
官
で
は
な
く
公
権
力
を
有
し
な
い
の
で
、
仲
裁
判
断
に
は

公
の
権
威
は
認
め
ら
れ
ず
(
L
四
四
二
頁
)
、
第
三
者
に
対
立
す
る
効
力
を

有
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
執
行
に
は
そ
れ
ゆ
え
に
司

法
裁
判
所
の
命
令
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
仲
裁
判
断
に
服

す
る
こ
と
が
契
約
上
の
義
務
で
あ
る
反
面
と
し
て
、
仲
裁
付
託
・
仲
裁
手

め続

ZZ 
手羽
原断
ζtこ

L 殺
ス庇
泊二 が

吾あ
のる
定よ
めさ
る tこ

望仲
己裁
控判
訴断
11 を
不争

HR2 
Fヰ司 、ー

立宇
p> 九乙

:;:1も
ii>ミ2刃""印0'

と
再
審
申
請
を
認
め
た

(
L
四
四
三
一
良
)
。

6 

つ
ぎ
に
、
各
条
に
つ
い
て
、
細
目
的
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
問
題
と
さ

れ
、
ど
の
よ
う
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
か
を
見
ょ
う
。
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ω第
一

O
O三
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
二
条
、
同
第
二
草
案
一

O
七
三
条
、
現
行
民
法
二

O
五
九
条
)
に
つ
い
て

の
本
条
は
、
財
産

処
分
権
と
仲
裁
付
託
権
の
対
応
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
草
案
と
法
律

第
一

O
O三
条
と
民
法
二

O
五
九
条
と
同
文
で
あ
る
。
@
国
務
院
に
お
い

て
は
意
見
な
く
採
択

(
L
一
二
八
九
頁
)
。
の
立
法
府
で
の
の
丘
ロ
の
提
案

会
巨
吉
田

2
2
2
5司
8
5
2可
。
』

E

説
明
は

第
一

O
O三
条
は

吉
田
国
民
民
得
時
間

2
2♂同

o
g仲
間
国
ユ
》
(
有
効
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
は
仲
裁
付
託
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
と
い
う
普
通
法

(
L
S
X
2
5
5ロ
ロ
)
の
原
則
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
婦
女
、

後
見
人
付
孤
児
、
未
成
年
者
は
、
ロ
凸
ロ
司

8
2
2
ぬ
B
E三円
2
0
rロ
mm子

ブラシス一八O六年仲裁法の制定の経緯

ω
S
5
2問
。
ロ

Cロ
℃

o
z
a
g
g同V
8
5
5
E
S
(有
効
に
義
務
づ
け
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
付
託
契
約
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
)

と
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
〔
右
の
原
則
は
、
司

2
E
2

E
ロ
号

2
2
』
己
目
立
巳
田
口
巾
白
巾
第
一
巻
の
一
五
一
頁
に
書
か
れ
て
い
る

(
L

四
二
五
頁
注

ω〉。
わ
た
く
し
は

こ
れ
を
一
八
一
八
年
の
第
四
版
一
八

五
頁
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
は
《
〈
-
E
Z
ι
。
B
宮
口
(
:
・

・
だ
け
が
)
℃

C
m
E
R
g
g喝
5
5
-
2
2
P
』

E
℃
2
2足
。

R
2
2同町叶

oz-mm己
・
》
と
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
第
四
部
(
戸

F
R
O
Eユ
ロ
∞
)
の
第

八
章
(
吋

E
L
E
〈
口
同
)
ロ

σ
5
2日比
F
S
E
2
Z
ロ
Z
5
3
2唱。門戸ロデ

ロ昨日

g
gロ伸一白
s
e
s
z・
(
引
受
け
、
仲
裁
を
出
引
き
受
け
、
判
決
を
言
い

渡
す
者
に
つ
い
て
)
の
第
三
節
宮
内

E
C
ロ
)
ロ
岳
広
告

B
E
C
)
g
H
Y

B
B
2
E
g
g
s己
記
ヨ
官
三
口

g
同
)
の
第
一
款
(
〉

E
2
-
g
H
)
口。

A
E
C
z
a
m同芯・

ιvscF口出
場

2
5
A
5
5
8
B
H
V
E
B
X宮
市

O
Z
X
の

第
二
(
申

H
H
)
O
E仲間
}
E自
5
2
0
H
}
O
E三
宮
円
ロ
ぬ
吋
(
誰
が
約
束
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
あ
る
い
は
で
き
な
い
か
)
の
第
五
で
あ
る
。
こ
の
第
二

は
、
第
五
だ
け
か
ら
成
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
五
に
は
、
コ
メ
ン
ト
が
、

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
や
ガ
イ
ウ
ス
を
引
用
し
て
、
付
さ
れ
て
い
る
。
第
五
と
は

第
八
章
が
第
一
か
ら
第
五
九
に
分
け
ら
れ
た
通
し
番
号
で
あ
る
〕
。
@

去
と
F
E
H
b
は
立
決
府
に
お
い
て
、
仲
裁
付
託
契
約

(
B
B同VEg-m)
の

性
格
論
を
述
べ
た

(
L
四
三
五
1

六
頁
)
。
要
約
し
て
み
よ
う
。
仲
裁
付
託

の

は
仲
裁
の
必
要
的
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
は
契
約
で
、
契
約
が
も
っ
性
格
と

効
果
の
す
べ
て
を
有
す
べ
き
で
、
契
約
を
規
制
す
る
法
規
の
す
べ
て
が
適

用
さ
る
べ
き
で
あ
る
υ

し
た
が
っ
て
、
財
産
処
分
能
力
あ
る
者
は
財
産
権

の
帰
属
の
問
題
を
仲
裁
人
の
裁
決
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
、
右
能
力
な
き

者
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
仲
裁
付
託
は
、
仲
裁
人
が
係
争
権
利
を
断
念
す

べ
き
も
の
と
宣
告
す
る
と
き
は
そ
の
よ
う
に
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
真
正
な
-
つ
の
処
分
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

②
第
一

O
O四
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
三
条
、
同
第
三
草
案
一
一
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料

O
七
四
条
、
現
行
民
法
二

O
六
O
条
)
に
つ
い
て

の
第
一
草
案
一

O
七

三
条
お
よ
び
こ
れ
と
同
文
の
第
二
草
案
一

O
七
四
条
に
お
い
て
は
舌

5
・

資

E
C
E
r
B
R
E
m
p
L
u含
手
《
同

o
-
M
2
8ロロ
o
C
と
な
っ
て
い
た
と
こ

ろ
が
、
第
一

O
O四
条
に
お
い
て
は
合

E
E
C
E
ハ
宗
門
巳
》
の
み
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は

Tunみ
前
掲
に
お
い
て
明
確
で
な
い
。
そ
の

他
、
案
に
お
い
て
《
同
D
E
S
-
2
8ロ
zmgccロ
乙
で
あ
っ
た
の
が
、
第

一
O
O四
条
で
は
《

2
2
5
仏

2
2
2
2
g
t
cロ
凹
》
と
な
っ
て
い
る
。

@
本
条
は
い
わ
ば
仲
裁
事
件
適
格
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
定
め

る
の
に
、
公
序

(
-
5
E
Z
H
Eゲ
ロ
ロ
)
の
観
点
か
ら
処
理
す
べ
き
事
件
に
つ

い
て
は
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を
保
障
し
仲
裁
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
思
想
が
根
底
に
あ
っ
た
。
の
こ
れ
を
規
定
す
る
の
に
、
い
く
つ
か
例
を

挙
げ
た
後
、
そ
の
他
検
察
官
へ
の
通
知

(
g
B自
己
ロ
お
己
目
。
ロ
)
を
要
す
る

一
切
の
(
同

E
R凶
)
争
訟
を
仲
裁
不
適
絡
事
件
と
草
案
は
定
め
た
。
他
方
、

草
案
七
六
条
は
、
民
事
事
件
を
検
察
官
に
通
知
す
る
こ
と
を
定
め
、
必
要

的
通
知
の
事
件
以
外
を
す
べ
て
任
意
通
知
事
件
と
し
、
必
要
的
通
知
の
事

件
を
列
挙
し
た
な
か
に
、
軍
人
に
関
す
る
事
件
が
第
七
号
と
し
て
合
ま
れ

て
い
た
。
軍
人
に
関
す
る
事
件
は
性
質
上
仲
裁
に
親
し
む
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
国
務
院
に
お
い
て
、
「
一
切
の
」
検
察
官
通
知
争
訟
と
す
る
の

は
、
仲
裁
事
件
適
格
を
縮
少
し
過
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
検
察
官

へ
の
通
知
の
観
点
と
公
序
の
観
点
と
の
悶
の
ず
れ
が
指
摘
さ
れ
た
。
@
具

体
的
に
は
、
妻
ま
た
は
未
成
年
者
を
当
事
者
と
す
る
事
件
が
検
討
さ
れ
、

妻
は
夫
の
同
意
に
一
か
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
、
未
成
年
者
は
み
ず
か

ら
仲
裁
付
託
を
す
る
能
力
が
な
い
点
に
鑑
み
、
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ

た
。
⑧
国
務
院
で
の
第
一
草
案
審
議
に
お
け
る
議
論
は
、
検
察
官
へ
の
通

知
が
必
要
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
仲
裁
に
親
し
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

務
ち
着
い
た
。
結
局
、
第
一
草
案
は
、
そ
の
ま
ま
採
択
さ
れ
た
。
第
二
草

案
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
が
な
く
採
択
さ
れ
た
。
他
方
、
草
案
の
第
七

六
条
の
第
七
号
は
、
立
法
府
で
通
過
し
た
こ
れ
に
相
応
す
る
第
八
三
条
か

ら
は
削
除
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
護
民
院
が
、
こ
の
第
七
号
を
除
き
第

七
六
条
に
規
定
す
る
す
べ
て
の
争
訟
に
つ
き
、
と
い
う
修
正
を
提
案
し
て

い
た
の
は
、
不
要
と
な
っ
た
。
@
仲
裁
不
適
格
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
も
の

の
う
ち
、
贈
与
(
号
ロ
凹
)
、
扶
養
の
遺
贈
〈
rmω
円
長
田

g
c、
住
居
、
着

衣
に
つ
い
て
仲
裁
付
託
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
立
法
府
に
お
い
て
、
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
扶
養
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
法
律
も
存
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
夫
と
妻
の
別
居
、
離
婚
、
身
分
問
題
そ
の

他
検
察
官
へ
の
通
知
を
要
す
る
争
訟
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
仲
裁
不
適
格

と
す
る
こ
と
は
、
一
般
原
則

2
2
同氏一ロロ仲間同切開
E
b
E
E
H
)
に
基
づ
く
、
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と
説
明
さ
れ
、
そ
こ
で
の
一
般
原
則
を
説
明
す
る
の
に
、
「
弁
士
」
の

の
乙
ロ
は
、
可
山
口
L
2
g
o
]
E
a
-
E
m
wロ
め
問
。
(
戸
在
・
一
〔
〈
.

1

円
・
〈
H

H

F

ω

・
M
.

〉

ゲ

申

H
-
H
〈
)
の
中
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
の
も
と
に
な
っ
た

の
は
、
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
学
説
実
纂
の
第
四
巻
第
八
の
三
二
の
七
の
第

一
文
で
あ
っ
て
、
春
木
一
郎
訳
(
ユ

l
ス
テ
ィ

I
ニ
ア
l
ヌ
ス
帝
学
説
会

纂
旬
、
』
弓
h
)

に
よ
れ
ば
、
《
人
の
自
由
に
関
す
る
問
題
に
付
て
仲
裁
契

約
の
締
結
あ
り
た
る
と
き
は
仲
裁
人
は
判
断
の
宣
言
を
強
要
せ
ら
れ
ざ
る

を
以
て
至
当
と
す
何
故
と
な
れ
ば
此
の
如
き
事
件
が
一
一
層
高
き
権
力
を
有

す
る
審
判
人
の
手
に
委
ね
ら
る
べ
き
こ
と
は
法
が
自
由
を
愛
護
す
る
の
精

プラ γス一入O六年仲裁法の制定の経緯

神
に
適
合
す
れ
ば
な
り
》
。
の
と
ロ
は
こ
の
一
般
原
則
か
ら
、
検
察
官
へ

の
通
知
が
必
要
的
と
さ
れ
る
事
件
は
仲
裁
に
親
し
ま
な
い
と
い
う
結
論
を

導
い
て
い
る
。
⑪
宮
巳

-23Am
も
、
の
と
ロ
と
同
じ
く
、
右
の
ロ

1
7
法

源
を
引
用
す
る
が
、
の
白

E-
と
い
さ
さ
か
異
な
り
、
公
序
の
観
点
か
ら
統

一
的
に
把
え
、
公
序
に
近
接
す
る
主
題
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
裁
判
官
と

同
様
の
保
障
・
独
立
を
有
し
な
い
仲
裁
人
に
、
判
断
を
委
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
説
明
す
る
。
〔
推
測
す
る
に

革
命
時
に
は

官
僚
裁
判
官

へ
の
不
信
が
強
く
仲
裁
が
奨
励
さ
れ
た
。
ま
た
、
検
察
官
の
民
事
事
件
関

与
と
い
う
こ
と
が
生
れ
た
|
筆
者
〕
。

そ
し
て

検
察
官
へ
の
通
知
を
必

要
と
し
な
い
事
件
に
つ
い
て
は
当
事
者
に
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
を
許
す
こ

と
は
一
貫
性
を
欠
く
も
の
で
な
い
と
い
い
、
他
方
で
〔
推
測
す
る
に
、
革

命
直
後
仲
裁
の
弊
窓
口
が
憂
慮
す
べ
き
状
態
に
あ
っ
た

i
筆
者
〕
、
仲
裁
を

大
巾
に
許
す
こ
と
か
ら
生
れ
る
べ
き
多
く
の
弊
害
に
対
し
て
は
、
本
案
は
、

一
七
九

O
年
八
月
二
凶
日
法
律
よ
り
も
よ
り
よ
く
配
慮
さ
れ
改
善
さ
れ
て

い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

③
第
一

O
O五
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
四
条
、
第
二
草
案
一

O

@
仲
裁
付
託
の
方
式
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

草
案
と
法
律
と
同
文
言
で
あ
る
。
@
第
一
草
案
、
国
務
院
に
お
い
て
意
見

七
五
条
)
に
つ
い
て

な
く
採
択
。
第
二
草
菜
、
国
務
院
に
お
い
て
採
択
。
の
護
民
院
に
お
い
て

仲
裁
付
託
契
約
は
《
仲
裁
人
の
面
前
に
お
い
て

γ調
書
(
官

ong-Z号
包
)

に
よ
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
箇
所
が
論
議
の
対
象
と
な
っ

た
。
仲
裁
付
託
書
作
成
前
に
は
仲
裁
人
は
な
ん
ら
の
資
格
権
限
を
も
も
た

な
い
は
ず
だ
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
た
。
仲
裁
人
は
自
分
ら
を
仲
裁
人
と

す
る
回
日
を
記
載
す
べ
き
書
面
の
作
成
に
寄
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
議
論
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
護
民
院
は
、
こ
の
箇
所
を
削
除
し
て
、
《
治

安
判
事
の
面
前
に
お
い
て
》
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た

oeし
か
し
、
こ

の
文
言
は
削
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
理

由
は
円
cnみ
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
仲
裁
人
の

み
が
署
名
す
る
調
書
に
よ
っ
て
仲
裁
人
が
任
務
を
持
つ
に
至
る
な
ら
ば
、
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来ヰ

そ
れ
は
お
か
し
い
が
、
立
法
者
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
全
く
考
え
ず
、
仲

裁
人
の
指
名
を
内
容
と
す
る
調
書
に
当
事
者
双
方
が
署
名
す
る
こ
と
を
考

資

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て
は
い
な

ぃ
。
調
書
に
、
私
費
証
書
(
仲
裁
付
託
の
)
が
帰
入
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ろ

う
が
。
以
上
が
ロ
ク
レ
の
注
で
あ
る
(
L
三
七

O
頁
)
。
⑧
の
巳
ロ
は
右
の

問
題
に
言
及
し
て
い
な
い
。
@
玄
巳
-
2
B
b
は
口
口
口
同
『
巳
の
方
式
は
ず

ぺ
て
仲
裁
付
託
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
に
止
ま
っ
て
い
る
。

④
第
一

O
O六
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
五
条
、
第
二
草
案
一

O

七
六
条
)
に
つ
い
て

③
仲
裁
付
託
替
の
必
要
的
記
載
事
項
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
。
草
案
で
は
、
争
い
の
対
象
、
仲
裁
人
の
氏
名
お
よ
び
数
を

記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
が
、
法
律
で
は
「
お
よ
び
数
」
と
い
う
文
言

が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
@
こ
の
削
除
は
、
護
民
院
の
提
案
で
あ
る
。
国
務

院
で
は
、
第
一
草
案
意
見
な
く
採
択
、
第
二
草
案
採
択
で
あ
っ
た
が
、
護

民
院
で
は
、
仲
裁
人
の
指
名
が
記
載
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
数
を
記
載
す
る

の
は
余
計
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
国
務
院
で
は
「
お
よ
び

数
」
を
削
除
し
た
最
終
案
が
新
た
な
意
見
な
く
採
択
さ
れ
た
。
の
の
同
日
{
戸

は
本
条
に
言
及
し
て
い
な
い
。
@
冨
白
戸
田
口
出
品
は
、
本
条
の
趣
旨
を
、
公

的
な
性
格
を
有
し
な
い
仲
裁
人
に
は
、
付
託
に
よ
っ
て
一
つ
の
タ
イ
ト
ル

を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
他
方
、
権
限
除
越
な
か
ら
し
め
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
、
説
明
し
て
い
る
。

⑤
第
一

O
O七
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
六
条
、
第
二
草
案
一

O

七
七
条
)
に
つ
い
て

仲
裁
手
続
の
期
限
(
念
}
回
目
印
)
を
定
め
た
規
定
で

あ
る
。
草
案
と
法
律
は
同
文
で
あ
る
。
国
務
院
に
お
い
て
も
、
護
民
院
に

お
い
て
も
、
議
論
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
の
と
ロ
も
富
山
口

Rghv
も

言
及
し
て
い
な
い
。

⑥
第
一

O
O
八
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
七
条
、
第
二
草
案
一

O

七
八
条
)
に
つ
い
て

仲
裁
人
は
、
仲
裁
手
続
期
限
経
過
中
、
当
事
者

双
方
の
合
意
に
よ
る
ほ
か
は
、
解
任
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。
国
務
院
に
お
い
議
論
な
く
採
択
さ
れ
、
護
民
院
に
お
い
て
は
触
れ
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
去
と
Z
口
出
品
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い
な
い
。
。
同
巨
は
、

立
法
理
由
と
し
て
、
約
束
の
時
か
ら
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
契
約
の
一
般

原
則
が
あ
て
は
ま
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
仲
裁

付
託
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
仲
裁
人
を
忌
避
す
る

」
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。

①
第
一

O
O九
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
八
条
、
第
二
草
案
一

O

七
九
条
)
に
つ
い
て

④
草
案
に
お
い
て
は
、
仲
裁
手
続
の
手
続
行
為

の
期
限
と
方
式
に
関
す
る
規
定
と
、
破
棄
申
立
公

2
2
3
3
2
2
E
Cロ)

を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
と
が
合
ま
れ
た
。
前
者
の
部
分
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の
み
が
、
最
終
案
と
な
り
、
こ
れ
が
第
一

O
O九
条
と
な
っ
た
。
こ
の
部

分
に
つ
い
て
は
、
国
務
院
に
お
い
て
も
、
護
民
院
に
お
い
て
も
、
議
論
の

対
象
と
な
ら
ず
、

om---
も
宮
内
己
}
白
司
B
b
も
言
及
し
て
い
な
い
。
@
後
者

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
護
民
院
は
、
原
則
と
し
て
、
賛
成
し
、
し
か
し
、

こ
れ
を
、
こ
の
章
の
条
文
と
し
て
最
後
尾
に
移
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し

た
。
第
一
草
案
の
最
終
条
文
は
第
一

O
九
八
条
で
、
仲
裁
判
断
の
執
行
の

管
轄
を
仲
裁
判
断
の
執
行
の
命
令
を
し
た
裁
判
所
と
す
る
旨
の
規
定
で
あ

っ
た
。
護
民
院
で
は
、
こ
の
規
定
(
第
二
草
案
第
一

O
九
九
条
)
を
、
仲

裁
判
断
の
執
行
に
は
裁
判
所
の
命
令
を
要
す
る
旨
を
定
め
た
第
一

O
九
O

条
の
第
二
項
と
す
べ
き
旨
を
提
案
し
、
こ
の
最
終
条
た
る
第
一

O
九
九
条

ブラシスー八O六年仲裁法の制定の経緯

に
、
破
棄
申
立
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〔
控
訴
を
放
棄
で
き
る
場

合
に
す
ら
、
つ
ね
に
破
棄
申
立
は
で
き
る
〕
旨
の
規
定
を
す
べ
き
こ
と

を
提
案
し
た
。

。
護
民
院
の
提
案
し
た
規
定
は
、
《
同

hg
宮
E

2

5

匂

OE円
円
。
ロ
件
同
町
ロ

Oロ
口
出
門
田
口
口
氏

υCE円
mwmロ
ロ
目
印
国
白

t
cロ4

《
回
口
同
司

OE己
記

円
。
己

c
E
B
E
D
-
ニ-
2・
B
b目
。
含
ロ
こ
め
口
白
血

D
P
-
2
宮
E
g
g
s
-
g同

日ロ
C
口
口
恥
伊
て
邸
宅
丘
》
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
法
律
で
は
、
最
終
条
た

る
第
一

O
二
八
条
の
最
終
項
合
ご
臣
官

5
3
叫
自
己
昨
日
2
5日

g

E
ω
g
t
cロ
ρ
c
m
n
D
E
B
-
2
2問。
B
g
m
L
B
E
E
E
E
M
T
Bロ
LE

E-同
ω
ロ
円
円

2
c
m
g
丘
三
-
0
・

S
F同

ω
日
品
目
玉
円
ロ
ロ
』
口
問
。

5
8円

R
E
H
E
-
-》
に
変
っ
て
い
る
〔
意
訳
;
破
棄
申
立
は
、
仲
裁
判
断
に
対
す

る
再
審
申
請
ま
た
は
控
訴
(
不
服
申
立
〉
に
つ
い
て
し
た
裁
判
所
の
判
決

に
対
し
て
の
み
許
き
れ
る
〕
。
こ
の
変
化
を
し
か
し
ロ
グ
レ
は
純
粋
に
文

案
上
の
変
化
で
し
か
な
い
と
理
解
し
て
い
る

(
L
一
二
七
七
頁
ゴ

て
③
第
一

O
一
O
条
(
国
務
院
第
一
草
案
、
第
二
草
案
に
な
し
)
に
つ
い

の
本
条
は
、
仲
裁
判
断
に
対
す
る
控
訴

(
H
不
服
申
立
〉
に
つ

き
、
こ
れ
を
放
棄
で
き
る
こ
と
と
、
控
訴
が
許
さ
れ
な
い
場
合
と
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
。
護
民
院
が
、
仲
裁
判
断
に
対
す
る
控
訴
を
認
め
る
旨
を

定
め
た
第
二
草
案
〔
第
一
草
案
一

O
九
一
条
)
、

一
O
九
三
条
に
つ
い
て

述
べ
た
意
見
〔
後
に
、
第
一

O
二
三
条
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
紹
介

す
る
〕
に
基
い
て
、
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
@
の
巳
ご
は
、
こ
の
規

定
は
説
明
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
賢
明
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ

ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
デ
イ
ゲ
ス
タ
と
コ

1
デ
ッ
ク
ス
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
根
拠
と
し
て
補
説
し
て
い
る
。
デ
イ
ゲ
ス
タ
に
つ
い
て
は
、
第
四
巻

第
八
の
二
七
(
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
告
一
万
注
解
第
一
一
一
一
巻
)
の
二
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

H
M
2
E
2
の

F
E
L
o
n
g
o
』

E
Z
H
Eロ
2
0
(第

四
版
〉
に
お
い
て
、
第
四
巻
第
八
章
第
四
節
第
二
款
第
二
の
問
題
第
一

(
な
に
者
が
仲
裁
判
決
を
遵
守
す
べ
き
か
?
〉
の
通
し
番
号
四

O
番
に
引

用
さ
れ
て
い
る
(
一
九

O
頁
)
。
デ
イ
ゲ
ス
タ
の
春
木
一
郎
(
前
線
。
訳

ユ
ス
チ

北法30(4・13う)817



料

に
よ
れ
ば
、
《
仲
裁
人
が
当
該
の
事
件
に
付
て
宣
言
し
た
る
判
断
が
衡
平
な

資

る
と
不
衡
平
な
る
と
に
拘
ら
ず
仲
裁
契
約
者
は
之
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要

す
、
而
し
て
縦
ひ
其
の
判
断
に
満
足
せ
ざ
る
こ
と
あ
る
も
へ
訳
註
、
モ
ン

戸
ロ

l
英
訳

一
位
]
一
階
紅
腕
八
)
自
ら
其
の
責
を
負
ふ
べ
き
も
の
と
す
o
》
。
コ

l
デ
ッ
ク

ス
に
つ
い
て
は
、
の
と
ロ
が
引
用
し
た
文

(
L
四
二
八
頁
注
則
)
は
、
。
。
仏
巾

2
2
0
2
-一
四
日
仏
ぬ
】
ロ

aFEZ-
吋

0
5
0
H。
J
H
V
R
F
H
N
CロL
D
ロロ
E
F
5
8

の
三
七
五
頁
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
コ

l
デ
ッ
ク
ス
第
二
巻
第
五
六
章
仲

裁
引
受
に
つ
い
て
の
「
第
て
皇
帝
ア
ン
ト

=
l
ヌ
ス
、
ナ
ポ
チ
ア
ナ

に
」
、
の
冒
頭
の
文
で
あ
る
。
問
頁
に
み
ら
れ
る
仏
語
の
意
訳
に
よ
れ
ば

《
法
律
的
な
一
切
の
方
式
を
具
備
し
た
仲
裁
付
託
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
仲

裁
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
控
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
勅
書
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
判
決
に
対
し
て
は

ア
ク
チ
オ
は
|
|
判
決
債
務
履
行
請
求
の
ア
ク
チ
オ
も
ま
た

l
l認
め
ら

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
事
者
等
は
互
に
、
判
決
を
執

行
す
る
こ
と
を
拒
む
場
合
に
は
罰
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
、
か
か
る
怖

れ
の
ゆ
え
に
、
判
決
に
同
意
す
ベ
く
強
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る

oy

の
宮
と
宮
同
自
品
は
、
仲
裁
に
お
い
て
は
、
公
序
・
良
俗
に
反
し
な
い
限

り
、
自
由
に
、
付
託
の
中
で
、
条
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ

て
、
控
訴
を
放
棄
す
る
こ
と
も
こ
れ
に
属
す
る
と
説
明
し
て
い
る
(
前
述

5
ω
)
。
@
ロ

i
マ
法
に
お
い
て
は
、

控
訴
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
二
回
の
審
級
を
保
障
す
る
と
い
う
原
理
(
前
述
5

の
②
の
@
)
の
下
で

控
訴
は
許
さ
れ
る
こ
と
に
さ
れ
た
。
〔
控
訴
を
許

さ
な
い
根
拠
が
そ
の
結
果
控
訴
放
棄
を
許
す
根
拠
に
変
質
し
た
よ
う
に
わ

た
く
し
に
は
見
え
る
〕
。

⑨
第
一

O
一
一
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
九
条
、
第
二
草
案
一

O

八
O
条
)
に
つ
い
て

@
本
条
は
複
数
の
仲
裁
人
の
共
同
職
務
遂
行
の

原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
草
案
の
文
案
は
《
戸
2
5
A
E宮内印

2
3口
同

門

8
0ロ
E
2・
2
-
g
m
n
g
m
m仲
間

】

g
n
b中
42同
E
C
M
仏

E
B
5・

-
2一
昨
司

O
L
O印釦同
ιrI
吋め凹

ω
ぬ円。ロ件同
mwX
司岱吋件。ロ印

-o
凹岱同ゲ伊丹円。印噌印日

T
W

g
g
H
U
B
B
2
5
-
2
2
g門
岡
田

O
P
8
5
5
2可
。
可
ロ
ロ
《
HUOC同
》
で
あ

っ
た
。
第
二
草
案
一

O
八
O
条
は
こ
れ
と
同
文
で
あ
っ
た
。
法
律
第
一

O

一
一
条
は
こ
れ
と
異
な
る
文
で
あ
る
。
@
国
務
院
に
お
い
て
は
、
討
議
も

な
く
意
見
も
な
く
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院
に
お
い
て
は
《
T
w
m
B門吉宮
2

2
3
2
弘
司
ロ
ロ
含
め
る
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

一
つ
前
の
条
文

(
第
二
草
案
一

O
七
九
条
)
に
お
い
て
、
す
で
に
、
仲
裁
人
が
方
式
に
拘

束
さ
れ
な
い
こ
と
を
当
事
者
が
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
条

文
を
受
け
て
、
こ
れ
に
続
く
条
文
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ

た
。
の
の
と
t

も
冨
巳
宮
口
忌
も
、
こ
の
条
文
に
は
特
に
触
れ
て
い
な

北法30(4・136)818
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⑩
第
一

O
一
一
一
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
入

O
条
、
第
二
草
案
一

O

八
一
条
)
に
つ
い
て

@
本
条
は
、
仲
裁
付
託
の
終
了
原
因
を
規
定
し

た
も
の
で
あ
る
。

第
一
草
案
は
《
F
o
g
S
M
M
B自
Z
F
f
H
。
宮
門
戸
。

年め口
F

Z
同
5
・
LbHE
ユ
O
E
め
B
B
n
r
g
g仲
円
ロ
ロ
仏
m
m
R
E可
2
・
5
-

ロ
wU『

mn-mwEE叩

L
o
-。
ωCゲ
ω巴一戸回。叶

C
C
唱
曲

mwmO円
CE同叶ぬ一日
o-vmwベ

て
ぬ
同
司
百
三
百
ロ
《
日
ロ
仏
b
F仲
間
同
号
己
hmCE
《目。

2
-
E
ι
o
H円
C
Z
B
o
F

叱
ニ
ロ
が
ロ

m
宮

ω
ι
r
b
広間
-b・
》
で
あ
っ
た
。
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、

こ
れ
に
、
念
。
目

V
R
r
宮
門
g
m
0・
回
目
戸
内
由
民
古
口

B
ロ
グ
三
宮
間
《
目
。

フラ γス一八O六年仲裁法の制定の経緯

同》O
G〈
O
昨
円
仏
ゆ
間
百
ゆ
ロ
ハ
同
日
戸
ロ

t
o
g
a
zゴ
0

・
》
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。
最

終
案
が
法
律
一

O
一
二
条
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
会
己
ロ
イ

田
口
-m己
完
》
に
続
く
句
が
《
』
c・ニ
ω
白
吋
田
沼
田
ω
宮司

0
5
5
u》
と
な
っ
て
い

る
。
@
第
一
草
案
か
ら
第
二
草
案
へ
の
変
化
の
経
緯
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
護
民
院
は
、
会
己
ロ
ぜ
田
口

-
2
8
号

r
z
g
c
g
o
p
oロ

宮
g
q
oロ
昨
日
》
を
削
除
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
当
事

者
が
最
初
に
選
ん
だ
仲
裁
人
だ
け
が
仲
裁
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
に
代
る
者
と
い
う
こ
と
を
観
念
す
べ

き
で
は
な
く
、
こ
れ
に
代
え
る
一
云
々
の
論
議
を
起
こ
す
べ
き
で
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
に
代
る
者
に
関
す
る
取
極
め
を
許
す
と
こ

れ
を
廻
る
新
た
な
紛
争
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
が
こ
れ
は
予
め
避
け
る
べ

き
で
あ
る
。
仲
裁
を
な
お
欲
す
る
者
は
新
た
に
仲
裁
付
託
を
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
護
民
院
で
は
考
え
ら
れ
た
。
の
の
乙
ロ
は
ゲ
を
追
加

し
た
理
由
を
立
法
府
で
説
明
し
た
。
当
事
者
は
、
可
否
同
数
の
場
合
に
な

お
仲
裁
判
断
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
備
え
て
当
事
者
み
ず
か
ら
第
三

仲
裁
人
(
一
名
)
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

第
三
仲
裁
人
の
指
名
を
仲
裁
人
に
ま
か
ぜ
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、

第
三
仲
裁
人
の
一
致
が
得
ら
れ
な
い
危
険
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
第
三
仲
裁
人
が
存
し
な
い
と
き
は
、
仲
裁
人
の
可
否
同
数
の
分
れ
は

仲
裁
付
託
が
目
的
を
達
せ
ず
に
消
滅
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
〔
こ
の
点

に
つ
い
て
は
後
述
第
一

O
一
七
条
に
つ
い
て
の
経
過
を
参
照
〕
。
以
上
の

趣
旨
を
説
明
し
た
。
@
呂
田
-
E円
同
出
品
は
、
契
約
は
締
約
者
の
合
意
に
よ

り
ま
た
は
契
約
の
履
行
を
法
律
上
不
能
に
す
る
原
因
の
生
起
に
よ
り
解
消

す
る
こ
と
は
仲
裁
付
託
契
約
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
、
本
条
に

お
け
る
原
因
の
列
挙
は
、
事
案
(
手
続
〉
に
か
か
る
原
因
と
当
事
者
ま
た

は
仲
裁
人
に
人
的
に
か
か
る
原
因
と
を
正
確
に
区
別
し
て
な
さ
れ
て
い
る

と
述
べ
た
に
止
ま
っ
て
い
る
。

⑪
第
一

O
一
一
一
一
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
一
条
、
第
二
草
案
一

O

八
二
条
)
に
つ
い
て

の
本
条
は
仲
裁
当
事
者
の
死
亡
が
仲
裁
付
託
に
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キJ

及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
草
案
、
第
二
草

案
、
法
律
を
通
じ
て
、
同
文
で
あ
る
。
@
国
務
院
に
お
い
て
、
議
論
・
意

見
な
く
採
択
さ
れ
、
護
民
院
に
お
い
て
、
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。

資

⑫
第
一

O
一
四
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
二
条
、
第
二
草
案
一

O

八
二
一
条
)
に
つ
い
て

④
本
条
は
、
仲
裁
人
の
回
避
・
忌
避
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
。
第
一
草
案
は
忌
避
に
つ
い
て
の
み
規
定
し
、
文
案
は
《
F
g

2
r
x門
2

5
司
0
2
3
E
営
再
広
口
広
2
4
5伽
5
0
唱。ロ吋

g
E
8
2
2・

2

5
宏
司
巳

m
-
0
8
5
-
v
g
g
F》
で
あ
っ
た
。
第
二
草
案
は
回
避
に
つ

い
て
も
規
定
し
、
文
案
は
《
F
2
R
Z
R
2
5
-
V
0
5
8己
実
た
官
、
同
時
〉

ミ
含
吋
め
円
b
E∞
F
g
b
B
m
唱
。
ロ
円
門
出
口
Z
2
2
0ロ
ロ
巾
仏
巾
吉
岡
田

-m

g
B司門
O
B
F
2
-
E
g
o
-
5
2
0
5
8
2
2日
目
g
n
b
o
m・
》
で
あ
っ

た
。
最
終
案
H

法
律
は
、
回
避
と
忌
避
と
を
文
章
を
別
に
し
て
規
定
し

た
。
@
第
一
草
案
に
つ
い
て
は
三
つ
の
見
解
が
対
立
し
た
。
@
忌
避
原
因

が
存
し
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
誤
っ
て
指
名
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
本

案
に
反
対

(ωFB宮
ロ
評
定
官
)
。
@
指
名
後
に
忌
避
原
因
が
生
じ
た
場
合

に
限
り
忌
避
を
許
す
ベ
し
(
吋
日
ニ

Z
E
評
定
官
)
。
⑥
仲
裁
人
は
い
っ
た

ん
任
務
追
行
を
開
始
し
た
以
上
回
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
当

事
者
も
|
|
自
分
に
有
利
で
な
さ
そ
う
な
仲
裁
人
を
し
て
忌
避
の
手
段
を

用
い
て
仲
裁
す
る
気
を
無
く
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
|
|
こ
の
時

か
ら
い
っ
さ
い
忌
避
は
で
き
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
(
国
務
院
長
(
で
〉
?

与
5
7
2
2
}
-
2
)
)。
@
説
に
基
き
、
第
一
草
案
が
修
正
さ
れ
、
第
二
草
案

と
な
っ
た
。
の
第
二
草
案
は
護
民
院
に
お
い
て
批
判
を
受
け
た
。
⑧
仲
裁

人
の
任
務
追
行
開
始
の
後
に
忌
避
原
因
を
知
っ
た
場
合
を
除
く
べ
き
で
あ

る
。
⑮
忌
避
の
原
因
と
手
続
と
を
規
制
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
批
判
の
仁

に
立
っ
て
、
護
民
院
は
、
つ
ぎ
の
案
文
を
提
案
し
た
。

《
戸
。
回
目
吋
ず
伊
丹
円
。
∞
口
市
唱
。
ロ

210ロ片

ω。
ιhr一℃
O町四河川吋ロ
F
P
C
-
0
2附門口
ω恥∞

同

)D巴
吋

S
5
0
8広
ユ

2
5
2
2
5℃
B
B
F
包

-
2
2
C
1
5同
H
O
E

S
口同

2
5
5
8
n
b
2・

HVDE円同
DCω-oωmc件円。切の釦
ω
円内

-m凶片片岡
mwιvrw
円品。ロ
ω内
wzcロ
--mωnmwEmmm

A
口
一
司
EH40ロ
同
加
古
田
命
日
)HD℃
cmbmuω

口
Dロ
20-mmm
』
口
問
。
由
句
。
ロ
コ
EC口同

-64可
。
釦
己
mw由
回
口
Cロ同円。

-mwm
岱『ゲ広岡
.0ω

乱。ぐ
mwロ
丹
}
め
丹
江
げ
口
口
問
日
色
。

旬

B
B
H
P同巾

Hロ凹
g
ロ
円
。
仏
間
ロ
凹

r
m
B
R
O
向
山
口
』
己
巾
}
-
曲
目

5
E
O
仏
O

Y
凹
凸
自
由
ロ
門
《
山
内
〈
g
x
b仲門伶《広間
vgbo-
え
ニ
協
同
印
有
c
n
E
b
日
ロ
巴

』
ロ
」
}
巾
2
L
X
L
m
g
m
r
t同
5
M
M口
L
E
F
2
5
ロ
ロ
ナ
仏
om回口凹・》

〔
筆
者
注
右
案
文
を
侭
訳
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

《
仲
裁
人
は
、
職
務
活
動
開
始
後
は
、
仲
裁
付
託
前
の
原
因
に
基
づ

き
、
回
避
す
る
こ
と
も
忌
避
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

仲
裁
付
託
後
の
忌
避
に
つ
い
て
は
(
意
訳
)
、
裁
判
官
に
対
し
提
出

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
原
因
は
、
そ
の
豊
岡
記
課
に
仲
裁
判
断
原
本
が
寄

北法30(4・138)820



託
さ
れ
る
べ
き
第
一
審
裁
判
所
に
お
い
て
、
仲
裁
人
に
対
し
て
も
、
提

出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
続
は
第
二
編
第
二
二
章
に
定
め
る
と
戸
」

ろ
に
準
ず
る
。
》

こ
れ
に
よ
る
と
、
仲
裁
付
託
前
に
存
し
た
忌
避
原
悶
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
忌
避
の
理
由
と
な
し
え
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
、
批
判
⑧
の
文
脈
と
少
々
喰
い
違
う
。
護
民
院
に
お
け

る
議
論
を
議
事
録
に
し
た
た
め
た
人
が
、
十
分
に
事
柄
を
区
別
し
て
い
な

か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
J
。
@
の
と
ロ
の
提
案
理
由
説
明
の
筋
は
こ

う
で
あ
る
。
契
約
は
締
結
の
時
に
人
を
義
務
づ
け
る
。
仲
裁
付
託
も
契
約

だ
か
ら
同
様
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
仲
裁
の
期
限
未
到
来
の
聞
は
、
仲
裁
人

ブラシス一八O六年仲裁法の制定の経緯

は
当
事
老
の
合
意
に
よ
る
以
外
は
解
任
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仲
裁
付

託
以
後
に
生
起
し
た
原
因
に
基
づ
く
以
外
は
忌
避
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
⑤
冨
と

-
2
E
b
の
採
杓
希
切
で
理
由
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
れ
と
同
様

で
あ
る
。
仲
裁
付
託
に
お
け
る
約
束
が
自
由
で
あ
る
だ
け
、
反
商
、
約
束

の
履
行
義
務
も
厳
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
契
約
法
の
確
た
る
原
則
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
当
事
者
は
、
仲
裁
人
が
回
避
す
る
こ
と
が
ら
、
保
護
さ

れ
る
べ
く
、
仲
裁
人
は
、
当
事
者
が
、
解
任
ま
た
は
忌
避
す
る
こ
と
か

ら
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ろ
正
し
い
結
果
が
導
か
れ
る
。

⑬
第
一

O
一
五
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
三
条
、
第
二
草
案
一

O

八
四
条
)
に
つ
い
て

の
本
条
ば
、
裁
判
所
が
裁
判
す
べ
き
先
決
問
題

と
仲
裁
手
続
の
関
係
を
規
定
し
た
む
の
で
あ
る
。

第
一
草
案
、

第

草

案
、
法
律
を
通
し
て
、
同
文
で
あ
る
。
⑨
国
務
院
に
お
い
て
は
、
議
論
も

t

い
い
見
も
な
く
採
択
さ
れ
た
。
誕
民
院
に
お
い
て
は
、
草
案
が
、
先
決
問
題

の
裁
判
が
あ
っ
た
日
を
も
っ
て
、
仲
裁
期
限
に
至
る
期
聞
が
進
行
す
る
も

の
と
定
め
た
の
を
、
右
の
臼
ま
で
期
間
の
進
行
が
停
止
す
る
と
い
う
定
め

方

《

2
-
2
【
凶
色
白
山
田
島
〆
号

u
g
m巾

2
5
5
5
5
2
町

n
o
z
E
E

守
口
叫
円
山
口
』
口
問

m
g
R
-
P
コ
ロ
門
戸
門
目
。
三
》

i
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

の
の
と
ロ
は
、
立
法
府
に
お
い
て
、
ロ
D
自
己
の
著
書
(
及
び

U
C自
己

が
引
用
す
る
口
町
四

2
g
h
F
∞・

ω
N
・
3
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
部
分
的
に

引
用
し
て
、
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
を
、
法
律
ま
た
は
良
俗
が
許
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
偽
造
申
立
て
事
件
お
よ
び
刑
事
事
件
が
先
決
問
題
に
属
す

る
こ
と
を
説
明
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

γ
向丘

-
2
5
b
は
、
本
条
に
、
直

接
に
は
、
言
及
し
て
い
な
い
。
〔
の
と
戸
"
が
引
用
し
た
ロ
。

s
a
w
S
5
0

He
吋
X
Z
M内
同
〈
・
ロ

E
n
o
s
-
M
5
5
5
2同

5
・
宮
j

問。

5
H
に
当
る
部

分
を
、
筆
者
は
、

oa凶ロ
2
2
母同・

0
0
B
F
H
Z
E
さ
ヨ
巾

ω
1
2己目

S
N
N
-
吋

E
m
M
3
1
り
2
2
5司
S
S
F
m
W
3
5
-
唱世間巾

Nω

に
見
出
し

た〕。⑭
第
一

O
一
六
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
四
条
、
第
二
草
案
一

O

北法30(4・139)821



米}

八
五
条
)
に
つ
い
て

@
本
条
は
仲
裁
に
お
け
る
審
理
と
裁
判
に
つ
い

て
手
続
原
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
草
案
に
お
い
て
は
、
法
律
一

資

O
二
ハ
条
の
第
二
項
に
相
当
す
る
条
文
は
な
く
、
第
三
項
に
相
当
す
る
文

が
、
《

H
r
R
E
m
O
B
Oロ
同
ロ
∞
認
可
同
唱
曲
目

E
R
a
z
r
r
円四
WCH)吉
田
E
Cロ・》

と
い
う
文
案
で
第
一
須
の
末
句
の
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
除
い
た
第

項
は
法
律
一

O
一
六
条
の
第
一
項
と
同
文
で
あ
る
。
@
国
務
院
で
は
、
議

論
e

意
見
な
く
、
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
条
文
案
が
提
案
さ
れ
た
。

《【
urmロロロぬ《目。印℃国『片岡ぬ明
ωめ
吋
白
件
。
ロ
ロ
仏
。
七
円
OLz-円。回
mwmwLh山町内
HMmmwmW

2
立
ιvnomSH
苦
由
民
旬
虫
、
同
三

-uoH1g昨日
Cロ《山口

t
F
M
L
O
B
E
-

司円
D
S
F
h
v
Q
a
h
~ミ
宮
町
』
札
h
E
P
句
白
詰
句
南
R4~
句
q
h
h
e
g宮
、
同
町
、
時

ミ
札
。
的
。
吉
道
ミ
芯
苫
L
o
ω
R
r
F同門
2
由。
E
E
Zロロ
ω
応
。
」
口
問
。
同

ω巳円

円
巾
』
ロ
凶
但
己
円
白
b
-
r
w
-
u
円。
ιロF
円・

円
。
』
口
問
。
白
。
ロ
同

L
E
R
E円円。即凹
m
g
a間口
hm
司同門

nr白
ロ
ロ
ロ
仏
wOEHu

m山片仏岱ロ
ω
】合門田
ω
o
p
-
-
u『同
EHM凶-同司
-
c
m
L
O
L
O
E
H
釦】

ttFH円。
P
E

F
S
5
0
E
P
H
O
P
Z
M
H
骨
盟
関
口

2

F

E
開
。
自

g
f
-
2
2
ロ
g

m叶
玄
可
2
・
EHV之
助
ミ
ロ
民
、
円
g
h
H白
Hh
目。

2
H
.
R
F
g
r
gロ
ご
H
E
E
-
Dロ
U

2
z
t
n
E
oロ
2
5
-
O
B
E
5
0日同州凶同』
zomH
め一

-
0
2
m
-同
公
恥

巴
間
口
恥
ぬ
司
知
町

nrmnロ
ロ
仏
命
的
内
凶
円
rF円円。
ω・

円、。』口問。
B
O
E
R
E可
巳
ロ
o
Z
E
S
含
ロ
ω
2
2ロ
g
p
ω
5
2司‘

t
z
o
円
。
司
唱
cm-tc口・》

《
当
事
者
は
各
自
仲
裁
付
託
の
期
限
の
切
れ
る
}
ケ
月
前
に
防
禦
と

北法30(4・140)822

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
期
限
徒
過
し
た
る
と
き
は

仲
裁
人
は
、
別
段
の
行
為
も
催
告
も
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
提
出
さ
れ

た
も
の
に
も
と
づ
き
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仲
裁
人
の
裁
判
は
め
い
め
い
に
よ
っ
て
著
名
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二
人
以
上
の
仲
裁
人
が
存
し
、
少
数
者
が
裁
判
に
署
名
す
る
こ
と
を
拒

む
と
き
は
、
そ
の
余
の
仲
裁
人
は
、
拒
絶
を
確
認
し
た
後
、
そ
の
旨
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
決
は
、
仲
裁
人
の

め
い
め
い
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
効
力
を
有
す
る
。

仲
裁
裁
判
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
故
障
の
申
立
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
》

そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
⑧
十
五
日
よ
り
も
一
か
月
が
適
当
で
あ

る
。
⑮
仲
裁
人
全
員
が
署
名
す
べ
き
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
り
こ
の
点
草
案

は
正
当
で
あ
る
。
⑥
多
数
決
で
決
ま
っ
た
場
合
に
少
数
に
属
す
る
仲
裁
人

が
署
名
し
な
い
場
合
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
数
の
署
名
拒
否
に

よ
り
当
事
者
が
仲
裁
判
断
に
よ
り
得
た
権
利
が
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
仲
裁
人
ば
二
人
以
上
は
存
し
な
い
と
予
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
の
護
民
院
の
案
、
が
、
字
句
が
整
理

さ
れ
て
法
律
に
な
っ
た
模
様
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い



:
、
。

手
ん
守
U⑬

第
一

O
一
七
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
五
条
、
第
二
草
案
一

O

八
六
条
)
に
つ
い
て

ぬ
一
本
条
は
仲
裁
人
が
可
否
同
数
に
な
っ
た
場
合

の
措
置
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
草
案
の
文
案
は
、
そ
の
第
一
項
は

法
律
第
一

O
一
七
条
の
第
一
項
と
同
文
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
第
二
項
は

法
律
第
一

O
一
七
条
の
第
二
項
と
同
文
で
あ
り
、
法
律
第
一

O
一
七
条
の

第
三
項
は
第
一
草
案
に
は
存
し
な
か
っ
た
。
⑨
第
一
草
案

-
O八
五
条
は

国
務
院
に
お
い
て
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
第
三
の
仲
裁
人
を
も
つ
こ
と

に
な
っ
て
い
な
い
場
合
が
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
や
り
と

プラ Yスー八O六年仲裁法の制定の経緯

り
が
こ
れ
を
示
す
。
仲
裁
人
が
可
否
同
数
に
な
っ
て
し
か
も
第
三
の
仲
裁

人
を
指
名
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
本

章
の
ど
の
条
文
も
予
想
し
て
い
な
い

(
Uえ
R
5
0ロ
評
定
官
)
。
そ
の
よ
う

な
場
合
は
仲
裁
付
託
が
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
(
辺
自
宮
ロ
評
定
官
)
。
そ

れ
な
ら
ば
そ
の
旨
を
表
現
す
る
が
よ
か
ろ
う
(
り
え
2
5
Dロ
評
定
官
)
。
で

は
、
そ
う
い
う
修
正
を
第
一

O
八
O
条
に
盛
り
こ
ん
で
は
い
か
が
(
昌
三

色
目
評
定
官
)
。
こ
う
し
て
第
一

O
八
O
条
に
ゲ
が
追
加
さ
れ
た
(
前
述

⑩〉。

そ
し
て
、

一
O
八
五
条
と
こ
れ
と
同
文
の
第
二
草
案
一

O
八
六
条

は
そ
の
ま
ま
採
択
さ
れ
た
。
の
護
民
院
に
お
い
て
は
、
法
律
第
一

O
一
七

条
第
三
項
と
同
文
の
条
文
の
追
加
が
提
案
さ
れ
た
。
理
由
は
、
元
来
、
仲

裁
人
は
め
い
め
い
が
自
分
の
見
解
の
理
由
づ
け
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
基
づ
く
。
次
条
(
第
二
草
案
一

O
八
七
条
)
に
よ
れ
ば
、
仲
裁

人
ら
が
第
三
仲
裁
人
の
招
集
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
第
三
仲
裁
人
は
仲

裁
人
ら
と
協
議
を
せ
ず
に
仲
裁
判
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合

に
は
仲
裁
人
各
自
の
見
解
・
そ
の
理
由
づ
け
を
作
文
し
た
も
の
に
依
拠
す

る
こ
と
に
な
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
そ
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る。
⑮
第
一

O
一
八
条
ハ
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
六
条
、
第
二
草
案
一

O

八
七
条
)
に
つ
い
て

@
本
条
は
第
三
仲
裁
人
の
任
務
権
限
に
つ
い
て

定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
草
案
一

O
八
六
条
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ

た

《

Hkm
丘
町
Hω
白

H
r
x
B
E
g
H
O出
Z
L
m
包
向
。
岡
弘
吉
田

]
0
5
2出
ι
=

』

C
E
H
ι
命

日

C
ロ
m
n
口伶唱丹
mwtcロ
い
ニ
ロ
σ
司
中
口
同
MUW
唱円。ロ
C
ロロ
O
H
』ログ司口印
ω

2
0守
口
O
ロ
片
品
み
俗
語
口

-
a
R
r
-可
E
丸一三回
b
p
A
E
2
8民
8
5
5食

品

V
円
相
同
町
民
ゆ
件
。
仲
田
-
四
ロ
O
H
C
口同}但【同血山口山田
H
O
ロ・

ωuF-mw
円角川町己宮山口同

ι
o

m
M
m
口。ァ

O
C
由」-一山口巾凶
O
H
V
円且山田内山口同町ロ同司問団噌

-mw
同HO-
「向山由同一
UUHAW
ゆロ

向。
g
B
R
H
Z
O
ロ
叩
仲
間
日
間
口
m
g
自
己

u
r
g己
佐
官
げ

5
。
仏
め
ロ
ロ

--ub・》

《
第
三
仲
裁
人
は
そ
の
受
諾
の
日
の
月
の
う
ち
に
裁
判
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
は
分
裂
し
た
仲
裁
人
ら
と
協
議
し
た
後
で
な
け
れ
ば
裁

判
を
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
協
議
す
る
よ
う
右
仲
裁
人
ら
は
催
告
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第
三
仲
裁
人
が
単
独
で
裁
判
せ
ざ
る
を
え
ざ
る
と
き
は
、
彼
は
単
独

で
署
名
し
、
分
裂
し
た
仲
裁
人
ら
に
催
告
を
し
た
旨
ま
た
は
協
議
が
拒

絶
さ
れ
た
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
す
べ
て
は
、
違
反
す
れ
ば
無
効
を
も
た
ら
す
o
》

護
民
院
で
は
、
ま
ず
、
@
草
案
に
お
い
て
は
、
ど
の
点
が
無
効
と
な
る

か
が
、
文
脈
上
明
ら
か
で
な
い
こ
と
、
⑮
第
三
仲
裁
人
は
第
三
の
見
解
に

よ
り
裁
判
で
き
る
の
か
、
仲
裁
人
等
は
第
三
仲
裁
人
と
協
議
す
る
さ
い
自

己
の
従
前
の
見
解
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
に
つ
い
て
、
草
案
は

明
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
明
定
き
る
べ
き
で
あ
る
、
と
草
案
を
批
判

し
た
。
つ
い
で
、
当
事
者
が
二
人
の
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
は
、
仲
裁

プラ Yス一八O六年仲裁法の制定の経緯

判
断
が
二
個
の
見
解
ー
ー
一
致
で
あ
れ
、
分
裂
で
あ
れ

l
iか
ら
成
る
こ

と
が
仲
裁
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
一
示
し
、
可
否
同
数
は
当
事
者
双
方
に
平

等
の
権
利
を
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
を
基
と
し
て
、
⑧
仲

裁
人
全
員
と
第
三
仲
裁
人
と
が
協
議
す
る
場
合
に
は
、
仲
裁
人
が
従
前
の

見
解
を
変
え
る
こ
と
を
認
め
、
多
数
決
に
よ
り
決
し
、
⑮
右
の
協
議
が
で

き
ず
第
三
者
仲
裁
人
が
単
独
で
裁
断
す
べ
き
場
合
に
は
、
第
三
仲
裁
人
は

可
否
同
数
に
分
か
れ
た
二
個
の
見
解
の
い
ず
れ
か
一
方
に
加
担
す
る
こ
と

に
よ
り
裁
決
す
る
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
た
。
最
後
に
、
署
名
に
つ

い
て
、
多
数
決
は
法
律
を
作
る
、
署
名
し
な
い
少
数
者
は
、
多
数
決
裁
決

に
法
律
が
付
与
し
た
性
格
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
思
想
を
示

し
た
。
こ
の
護
民
院
の
提
案
が
法
律
第
一

O
一
八
条
に
ま
で
収
激
し
た
経

緯
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

⑫
第
一

O
一
九
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
七
条
、
第
二
草
案
一

O

八
八
条
)
に
つ
い
て

の
本
条
は
仲
裁
判
断
の
判
断
基
準
規
範
に
つ
い

て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
草
案
、
第
二
草
案
、
法
律
を
通
じ
て
同
文

で
あ
る
。
⑨
国
務
院
に
お
い
て
は
、
意
見
な
く
、
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院

で
は
、
こ
の
条
文
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

0
0
の
巳
ロ
は
、
本
条
の
根
拠

を
、
仲
裁
が
裁
判
に
類
す
る
点
に
求
め
、
デ
イ
ゲ
ス
タ
第
四
巻
第
八
の
一

と
コ

1
デ
ッ
ク
ス
第
三
巻
第
-
の
一
四
中
の
括
弧
内
の
句
と
の
一
部
を
引

用
す
る
。
前
者
は
、
本
文
は
、
《
(UOB司
5
5ぽ
E
自

主

目

巳

E
E
5
0
5

E
L
5
0
2
B
B岳
民
伊
丹

2

2
包

FMFmwロ
LE--Zω

阿
国
主
目
立
・
》
で
あ

り
、
春
木
一
郎
訳
で
は
《
パ
ウ
ル
ス
ハ
告
示
註
解
第
二
巻
)
仲
裁
契
約
の

制
度
は
審
判
手
続
に
類
似
せ
る
も
の
に
し
て
其
の
目
的
は
争
議
を
終
了
せ

本
文
は
《
(
E
g同

g臣
官
?

B
E
g
-
ρ
E
C仏

g
E
n
Z
B
F
g芹
丘
三
)
》
で
あ
り
、

cmwE
は
こ
れ
を

し
む
る
に
あ
り
。
》
で
あ
る
。

後
者
は
、

使
っ
て
、

仲
裁
は
訴
訟
を
模
倣
す
る

(円、。ロ

O
B司
円
。
ョ
Z

ze巳
ロ
ヨ

MHHHHSEH)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

の
と
ロ

は
、
そ
の
頃
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
、

R
吉
伸
円
。
・
日
ず
一
陣
内
三
2
3
E
H
Hぽ
乞
め
の

C
B司
gxmロ円
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料

と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
一
言
及
し
、
こ
の
三
者
の
聞
に
区

別
が
な
い
と
い
う
説
と

R
E
R伶
は
本
来
法
を
厳
格
に
適
用
し
て
判
断
す

資

る
も
の
で
後
の
二
者
は
衡
平
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
と

が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
仲
裁
人
は
真
正
の
仲
裁
人
で
あ
る
よ
り
も
む
し

ろ
後
の
二
者
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

@
戸
内
包
ダ
ロ
忌
は
、
本
条
を
賢
明
な
措
置
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
法
の
規

定
を
基
準
と
し
た
点
と
、
当
事
者
の
合
意
あ
る
場
合
に
友
誼
的
仲
裁
を
許

し
た
点
と
を
評
価
す
る
。
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
仲
裁
は
、
右

の
い
ず
れ
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
な
る
も
の
は
な
く
、
慣

行
は
地
方
に
よ
り
区
々
で
あ
っ
た
。
仲
裁
手
続
に
お
け
る
審
理
の
方
式
の

一
様
性
の
ほ
か
に
こ
の
点
に
お
け
る
一
様
性
が
必
要
で
あ
っ
た
。

し
、
革
命
期
の
法
律
で
あ
る
、

し
方通

一
七
九

O
年
八
月
二
四
日
の
法
律
は
こ
の

点
に
つ
き
定
め
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
学
説
は
大
別
し
て
三
様
に
分
か

れ
た
。
@
仲
裁
人
は
裁
判
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
調
整
す
る
た
め
に
選
ば
れ

た
の
で
あ
り
、
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
な
ら
ば
得
る
こ
と
を

期
待
し
た
利
益
を
緩
和
し
て
、
相
手
方
と
の
聞
の
平
和
の
た
め
に
、
自
己

の
利
益
の
一
部
を
減
免
す
る
こ
と
を
欲
す
る
旨
を
示
す
も
の
で
あ
る
か

ら
、
仲
裁
人
は
、
通
常
裁
判
官
の
ご
と
き
厳
格
さ
と
正
確
さ
で
も
っ
て
判

断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
説
。
⑮
仲
裁
人
は

法
の
厳
格
と
司
法
秩
序
に
巡
っ
て
正
義
と
衡
平
な
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
説
。
。
仲
裁
人
と
友
誼
的
仲
裁
人
と
は
呉
な
る
も
の
で
あ

っ
て
、
仲
裁
人
は
審
理
と
裁
判
と
に
お
い
て
、
正
し
い
方
式
を
遵
守
し
、

正
確
に
法
律
に
よ
り
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
友
誼
的
仲
裁
人

は
、
方
式
に
よ
る
こ
と
な
く
当
事
者
を
調
整
し
、
法
の
規
定
よ
り
は
む
し

ろ
衡
平
に
従
っ
て
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
。
本

条
は
こ
の
⑥
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
仲
裁
人
が
陥
る
誤
謬
や
弊
害
か
ら

当
事
者
及
び
仲
裁
人
自
身
を
護
る
た
め
に
、
法
の
規
定
を
基
準
と
す
る
こ

と
は
賢
明
で
あ
り
か
つ
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
友
誼
的
仲
裁
人
を
こ
の

枠
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
不
都
合
を
護
民
院
と
し
て
は
、
見
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
友
誼
的
仲
裁
(
示
談
、

g
g吉
田
町
立
ロ
ロ

m
g
E
E
O
)
は
必
然
的
に

各
自
の
犠
牲
・
減
免
と
い
う
考
え
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
当
事

者
間
に
平
和
と
安
寧
が
一
丹
確
立
し
、
そ
れ
を
回
復
す
る
こ
と
こ
そ
当
事
者

の
主
要
の
願
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
友
誼
的
仲

裁
(
示
談
〉
人
が
法
と
正
義
に
反
し
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

ぃ
。
衡
平
は
法
律
に
紙
触
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
衡
平
は
法

律
の
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
よ
り
完
全
に
成
就
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
友
誼
的
仲
裁
人
に
大
巾
な
判
断
基
準
を
も
た
せ
る
こ
と
の
弊
害

は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
検
察
官
へ
の
通
知
念
要
す
る
事
件
は
仲
裁

北法30(4・144)826



に
付
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仲
裁
判
断
は
権
威
を
も
た
ず
第
三
者
に
対

立
す
る
も
の
た
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
友
誼
的
仲
裁
人
に
判
断
の
自
由

を
与
え
る
こ
と
が
も
た
ら
す
危
険
は
想
像
上
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が

も
た
ら
す
利
益
は
現
実
の
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
後
者
を
断
念
さ
せ
る

も
の
で
は
な
い
。

⑬ 

第
一

O
二
O
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
八
八
条
、
第
二
草
案
一

O
八
九
条
)
に
つ
い
て

④
本
条
は
仲
裁
判
断
書
の
裁
判
所
へ
の
寄
託

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
草
案
一

O
八
八
条
第
一
項
と
法
律
一

O
二

O
条
第
一
項
と
は
同
文
で
あ
る
。
第
一
草
案
一

O
八
八
条
第
二
項
と
法
律

一
O
ニ
O
条
二
項
は
同
文
で
あ
る
が
、
法
律
の
合
口
問
吋
即
時
。
母

E
g
R
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H
O
百
-o》
は
第
一
草
案
で
は
《

2
2
F
E同
-Lw与
官
。
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
応
じ
、
法
律
に
お
け
る
合
0
8
2
0
8
E
C
は
第
一
草
案
で
は
合
。

nzュZ
E
G
で
あ
っ
た
。
法
律
の
第
三
項
は
第
一
草
案
に
は
存
し
な
か

っ
た
。
@
国
務
院
に
お
い
て
は
、
意
見
な
く
、
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院
が

審
議
し
た
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
合
口
問

B
F
E
E
Z
E
-
《宮古旬。]》

と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
L
四
O
九
頁
参
照
)
。
護
民
院
に
お
い
て

こ
れ
を
、
《
控
訴
を
〔
仲
裁
が
な
け
れ
ば
i

|
筆
者
補
注
〕
裁
判
し

た
で
あ
ろ
う
裁
判
所
の
書
記
課
に
》
と
解
し
た
。
護
民
院
は
、
仲
裁
人
が

t主仲
裁
判
断
書
の
原
本
を
寄
託
す
る
こ
と
に
者
限
し
た
。
仲
裁
判
断
に
つ
い

て
は
、
そ
の
登
禄
の
た
め
の
登
禄
税

(
F
ι
S
H
H
L
u
g
B向
山
田
昨
日
目
。
ロ
同
)
と

寄
託
の
費
用
。
g
p
m広
内
同
区
内
広
志
同
)
と
を
支
払
う
こ
と
を
要
し
、
仲
裁

人
が
こ
れ
を
支
払
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
護
民
院
は
そ
こ
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
第
三
項
の
追
加
を
提
案
し
た
。

《円、
σ

同
C
E
H
gロ
凹
官
&
E
5
0
2
m
B
R
2
L
w国
四
百
円
D
E
B
-
o∞

℃
同
司
氏
。
田
沼
凶
円
}
ぬ
凶
ぐ
o-m
色
。
仏
門
D
即時一℃
C
ロ
円
門
司

A
E
酌
口
C
ロ
no円
ロ
め
】
mwω

同同丘団

E
L
8
0件
。
け
仏
町
田
島
町
D
X
円

g
z四回目同
5
5
8同
》
。
こ
れ
が
、
法

律
の
第
三
項
に
な
っ
た
。
の
の
と
ロ
は
本
条
に
言
及
し
て
い
な
い
。

⑬
第
一

O
二
一
条
ハ
国
務
院
第
一
草
案
一

O
入
九
条
・
一

O
九
八
条
、

第
二
草
案
一

O
九

O
条
・
一

O
九
九
条
〉
に
つ
い
て

②
本
条
は
仲
裁

判
断
の
執
行
命
令
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
本
条
第
一
一
慣
は
国
務
院
第
一

草
案
一

O
八
九
条
と
同
文
で
あ
り
、
本
条
第
二
項
は
第
一
草
案
一

O
九
八

@
国
務
院
に
お
い
て
は
、
意
見
な
く
、
採
択
さ
れ

条
と
同
文
で
あ
る
。

た
。
護
民
院
に
お
い
て
は
、
第
二
草
案
に
つ
き
審
議
し
、
一

O
九
九
条
を

《戸釦

g
ロ
E
-
g
g
n
o
仏
o
-
W
O
M
b
n
z
t
g
L
Z
〕口問。
5
0
3丹
ミ
~
芸
Z
N

3HV国
ユ
広
三
国
百
件
同
日
ず
出
回
目
7ω
己
目
見
E
Y
H
て
O

三
oロロ

m
g
g》
と
し
て
、
一

O
九

O
条
の
第
二
項
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
の
玄
白
--RHHMKm

は
、
仲
裁
人
は
公
権
力
を
い
さ
さ
か
も
分
担
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

仲
裁
判
断
書
が
そ
れ
だ
け
で
は
執
行
力
を
有
せ
ず
、
事
件
が
訴
訟
で
あ
っ
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料

た
な
ら
ば
管
轄
権
を
有
す
べ
き
裁
判
所
|
|
そ
こ
で
確
定
判
決
の
執
行
が

継
起
す
る
で
あ
ろ
う
|
|
の
長
の
命
令
の
効
力
に
基
い
て
の
み
執
行
さ
れ

資

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
結
論
す
る
。

⑧
第
一

O
二
二
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
九

O
条
、
第
二
草
案
一

O

九
一
条
)
に
つ
い
て

本
条
は
、
仲
裁
判
断
は
第
三
者
に
対
立
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
務
院
に
お
い
て
は
議

論
の
対
象
に
な
ら
ず
、
意
見
も
な
く
、
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院
の
審
議
に

お
い
て
も
と
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
。
巳
ロ
は
こ
れ
に
言
及

し
て
い
な
い
。
互
主
-
2
5
b
は
、
仲
裁
人
が
公
権
力
を
も
た
な
い
こ
と
従

っ
て
仲
裁
判
断
に
公
の
権
威
が
な
い
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
〈
前
掲
⑫
お
よ
び
5
②
を
み
よ
)
。

⑫
第
一

O
二
三
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
九
一
条
、
第
二
草
案
一

O

九
二
条
)
に
つ
い
て

本
条
は
、
仲
裁
判
断
に
対
す
る
控
訴
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
。
控
訴
を
認
め
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
し

た

(
5
③
)
。
の
国
務
院
第
一
草
案
一

O
九
一
条
の
規
定
は
つ
ぎ
の
通
り

で
あ
っ
た
。

《

F
U釦
同
)
℃

o
-
L
E』
E
m
O
B
Oロ
凹

2
r
-同
日

ロ

タ

巴

-
2
司
何
百
円
一

g
ロ
《

Cロ
H

B
ロ

Cロ
ロ
恥

-CHmC戸
仏
内
匂
口
一
回

-
o
n
O
B
u
g
s
-
P
8
5
5
Z
E
b
L白
口
出

-
2
L
b
F
2
2
2
一S
E
-
E
F同一
B
2
2・L
2
2門
広
包
含
含
ロ
ニ
0

4
ユ
混
同
)
何
回
吋
同
即
日
)
己
ロ

MWCHqmwMVHU巾戸
U
z
-
-
E
S
旬

CHHbωUH同
町
『
ロ
ロ

ML

《
】

O
H
U
H
n
B
F
P
5
5
2回
出
口
巾

ρ
E
m
E
C
丘
oロ
ロ

2
-
w
R
b
n
E
-
E
L
-

-uor]ゆ
片
命
日
出
同
仏
巾
ロ
己
記
円

mwp
可
伽
片
岡

im
〕
己
間

A
m
g
M
Lめ
同

Hto同

Hmw師
団

OHp

m-ロ
。
ロ

ω己
同

Hl-σ
ロ
ロ
凶
戸
仏
唱
曲
目
】

Hvo--》

《
仲
裁
裁
判
の
控
訴
〔
不
服
申
立
〕
は
、
両
当
事
者
が
仲
裁
付
託
の

時
に
ま
た
は
そ
の
後
に
こ
れ
を
放
棄
し
な
い
と
き
は
、
控
訴
裁
判
所
に

つ
い
て
と
い
う
章
に
お
い
て
規
制
さ
れ
た
期
限
内
に
か
っ
そ
こ
で
の
方

式
に
依
っ
て
、
提
起
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
控
訴
は
、
訴
訟
物
が
そ
の

性
質
上
最
終
審
と
し
て
第
一
審
裁
判
所
で
裁
判
さ
れ
る
べ
き
場
合
に

は
、
執
行
を
命
ず
る
権
限
あ
る
第
一
審
裁
判
所
に
、
そ
の
他
の
場
合
に

は
控
訴
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
》

こ
れ
は
、
仲
裁
判
断
に
対
し
鐙
訴
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
控

訴
は
仲
裁
付
託
の
時
ま
た
は
そ
れ
以
後
に
放
棄
で
き
る
こ
と
、
控
訴
期
間

お
よ
び
控
訴
に
関
す
る
方
式
は
通
常
控
訴
の
そ
れ
に
依
る
こ
と
、
控
訴
の

管
轄
裁
判
所
は
、
訴
訟
事
件
で
あ
っ
た
な
ら
ば
第
一
審
裁
判
所
が
最
終
審

管
轄
を
有
す
る
場
合
に
は
、
執
行
の
命
令
の
管
務
権
を
も
っ
第
一
審
裁
判

所
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
控
訴
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
規
定
は
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。

国
務
院
長
の
見
解
は
、
③
仲
裁
人
が
法
規
を
適
用
し
て
仲
裁
す
べ
き
場

合
に
は
、
控
訴
の
放
棄
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
、
⑮
仲
裁
人
が
法
令
違
背
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を
犯
し
て
い
る
と
き
は
破
棄
申
立
権
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
⑬
鐙

訴
を
許
す
場
合
は
、
管
轄
裁
判
所
は
つ
ね
に
控
訴
院
で
あ
る
の
が
よ
ろ
し

か
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

ω回
目
宮
口
評
定
官
は
、
控
訴
院
が
通
常

事
件
と
し
て
な
ら
ば
管
轄
し
な
い
事
件
だ
け
は
第
一
審
裁
判
所
が
仲
裁
判

断
に
対
す
る
控
訴
を
管
轄
す
べ
き
こ
と
を
支
持
し
た
。
ロ
向
ロ
司
巳

2
評
定
官

は
、
第
一
審
裁
判
所
が
最
終
審
と
し
て
管
轄
し
裁
判
す
る
と
き
、
そ
れ
は

控
訴
の
裁
判
官
と
し
て
の
裁
判
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
な
い
と
反
論
し

た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
結
果
、
第
二
草
案
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
た
。

プラ γス一八O六年仲裁法の制定の経緯

《
可
白
司
唱
。

-
L
m
w出
』
口
問
。
同
吋
百
ロ

m
R
r
H丹
日
ロ

H
a

回
一
}
内
由
宮
門
同
一
品
切
口
a
M
1

0

2

8
ロ
Oロ
n
b
-
0
3
0
5
【同

4
5回

-
o
g
g
H
V
S
S
F
m
O
H同
司

OH尽

回
口

H
n
c
c
H
m
【】
w
曲
目
}
旬
。

-
o同
-
ロ
芝
山
口
-
Z小
島
田
口
帥
}
問
的
《
同
A

山
】
但
-
目
。
仲
田
E
F〈
田
口
同

一

E

F円
B
E
n
-
-仏
2
E民
同
企
-bω

色
釦
ロ

ω
一

。

吋

凶

昨

日

ロ

2
2
5
m

L
・mw-u唱
。
-
・
》

《
仲
裁
裁
判
の
控
訴
は
、
両
当
事
者
が
仲
裁
付
託
の
時
に
ま
た
は
そ

の
後
に
こ
れ
を
放
棄
し
な
い
と
き
は
、
控
訴
院
に
提
出
さ
れ
る
も
の
と

し
、
控
訴
院
に
つ
い
て
と
い
う
章
に
お
い
て
規
制
さ
れ
て
い
る
期
限
内

に
か
っ
そ
こ
で
の
方
式
に
依
り
、
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
》

@
こ
の
第
二
草
案
に
つ
い
て
、
護
民
院
は
、
詳
細
に
意
見
を
出
し
た
。

護
民
院
は
ま
ず
、
控
訴
を
許
す
仲
裁
判
断
と
許
さ
な
い
も
の
と
を
区
別
す

べ
き
と
こ
ろ
、
本
草
案
は
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
指
摘
す

る
。
護
民
院
は
、
仲
裁
を
な
し
う
る
場
合
を
次
の
よ
う
に
分
け
た
。
@
治

安
判
事
が
最
終
審
と
し
て
裁
判
す
る
事
件
。
⑮
治
安
判
事
が
第
一
審
と
し

て
裁
判
し
控
訴
が
で
き
る
事
件
。
@
第
一
審
裁
判
所
が
最
終
審
と
し
て
裁

判
す
る
事
件
。
⑨
第
一
審
裁
判
所
が
第
一
審
と
し
て
裁
判
し
控
訴
が
で
き

る
事
件
。
⑧
第
一
審
υ

裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
の
事
件
。
⑨
再
審
請

求
事
件
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
仲
裁
判
断
に
対
す
る

控
訴
を
許
す
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
、
管
轄
裁
判
所
に

提
起
さ
れ
た
な
ら
ば
控
訴
が
許
さ
れ
な
い
事
件
に
つ
き
仲
裁
判
断
が
な
一
さ

れ
た
場
合
に
は
控
訴
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
理
由

は
、
当
該
事
件
に
つ
き
、
審
級
を
増
や
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
紛
争
解

決
の
手
続
を
簡
易
に
し
費
用
を
低
廉
に
す
る
と
い
う
仲
裁
の
目
的
か
ら
遠

ざ
か
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
@
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
断
に
控
訴
を
認
め
る
の
は
お
か
し
い
で
あ
ろ

ぅ
、
@
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
断
は
@
に
つ
い
て
の
判
決
と
同
じ
結
果
た
る

べ
き
で
は
な
い
か
、
と
結
論
す
る
。
つ
い
で
、
@
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
断

は
、
控
訴
審
裁
判
所
の
判
決
に
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
同
じ
権

威
を
も
つ
こ
と
が
合
理
的
で
は
な
い
の
か
、
と
提
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な

考
え
方
の
下
で
、
場
合
を
、
仲
裁
付
託
の
時
に
、
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
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車ヰ

き
裁
判
所
の
判
決
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と

に
分
け
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
に
対
す
る
控
訴
は
許
さ
れ
な

資

ぃ
。
理
由
は

一
つ
の
事
件
に
つ
き
二
つ
の
審
級
以
上
の
も
の
が
存
す
ベ

き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
@
@
と
⑧
⑮
を
区
別
す

べ
き
で
あ
る
。
@
⑬
の
場
合
に
は
控
訴
は
許
さ
れ
な
い
。
⑮
⑫
の
場
合
に

は
控
訴
は
許
さ
れ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
護
民
院
の
考
え
方
は
、
仲
裁

人
の
裁
判
は
第
一
審
裁
判
所
の
裁
判
と
同
位
の
特
権
を
も
つ
べ
き
だ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

護
民
院
が
最
大
の
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
治
安
判
事
が
第
一
審
と
し
て

管
轄
権
を
も
っ
事
件
|
|
た
と
え
ば
、
占
有
訴
訟
ー
ー
で
あ
っ
た
。
護
民

院
の
考
え
方
に
よ
る
な
ら
ば
、
治
安
判
事
の
判
決
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
に
対
し
て
控
訴
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
治

安
判
事
の
判
決
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
す
る
控
訴
の
事
件
に
つ
き

仲
裁
判
断
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
に
対
し
控
訴
は
許
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
場
合
、
控
訴
が
許
さ
れ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
仲
裁
人
は
こ
の
場
合
第
一
審
の
裁
判
所
の
権
限
を

埋
め
る
も
の
で
あ
る
に
止
り
、
こ
の
場
合
第
一
審
裁
判
所
の
裁
判
は
控
訴

に
服
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
護
民
院
は
つ
ぎ
の
条

文
を
提
案
し
た
。

《
円
岱
刑
訴
》

mw-Lg
』
口
問
。

5
2
m
R
Z同
旨
己
凶
ロ
ゆ
出
向
同
防
】

M
S
B
E
a
r
r・

包

]

白

目

白

骨

-PR
ロ
ゲ
ロ

b
g
u
官
印
田
口
閉
口

a
t
z
o門
EMM弘
田

-
g
乱
開
}g

骨

g
B
H
)
b
Zロロ巾・

H
-
2
B
E
S
E
E
m
-
ω
F
F
自
己
芯

HObH巳
Z
E
R
a
t
-
L
m《
E
R
E
-

q印
刷
肖
和
田

-
2
芯
丘
町
印
《
由
。

2
5
1
R出
向

0・
2
A
5
-
2
宮

町

岳

山

町

ロ

ぜ

即
日
開
口
片
匂
白
田

Hmロ
O
口
口
P
・

ロ
白

E
g
g
-町
田

Em-
ニ
mmgH}OH同
b
o
H
n
-
5
2
0
B
g仲
間
己
阿

口
D
E岡
田
島
唱
曲
目
以
旬
。
ァ
。
片
』
ロ

45ロ
cm
【
目
白
ロ
印

-m出
品

hmrt凹
⑦

仲

間

己
F

〈
田
口

H
-
o師

向

O
H
B
E
n
-
-
L
2恒
三
円
炉
開
広
田
島

B
m
Z
F
F
4
5
ロ
デ
り
2
、吋ユ
r
z
E口
同

仏
が
司
匂
巾
]
》
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《
仲
裁
裁
判
の
控
訴
は
、
事
件
が
管
轄
の
規
定
に
よ
れ
ば
控
訴
に
親

し
ま
な
い
場
合
に
は
、
受
理
し
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
事
件
が
管
轄
の
規
定
に
よ
り
控
訴
に
親
し
む
場
合
に
は
、

両
当
事
者
、
が
こ
れ
を
放
棄
し
て
い
な
い
と
き
に
、
受
理
し
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。

控
訴
は
す
べ
て
、
専
ら
、
控
訴
院
に
提
出
さ
れ
る
も
の
と
し
、
第

編
控
訴
裁
判
所
に
つ
い
て
に
お
い
て
規
制
さ
れ
る
期
限
内
に
か
っ
そ
こ

で
の
方
式
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
》

の
法
律
第
一

O
二
三
条
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
最
終
案
に
関
係
す
る
も
の

と
し
て
、
ロ
向
。

-FEHb
は
、
前
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ

(
5②
④
@
)
の
ほ

か
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
仲
裁
判
断
に
対
し
て
は
、
法
律
が



定
め
る
場
合
に
、
控
訴
ま
た
は
再
審
申
請
が
許
さ
れ
る
が
、
破
棄
申
立
は

許
さ
れ
な
い
。
破
棄
申
立
と
い
う
長
く
困
難
な
遂
の
か
わ
り
に
、
仲
裁
人

が
権
限
の
な
い
こ
と
を
し
た
場
合
の
た
め
に
、
仲
裁
判
断
の
執
行
を
妨
げ

る
短
く
容
易
な
道
を
法
案
は
開
い
て
い
る
。
こ
れ
は
法
律
第
一

O
二
八
条

で
あ
る
。
ワ
」
の
第
一

O
二
三
条
は
、

一
九
七
五
年
二
一
月
五
日
デ
ク
レ

第
七
五
|
一
一
二
二
号
第
一
九
条
第
九
に
よ
り
、
《
仲
裁
判
決
の
控
訴
は

控
訴
院
に
提
出
さ
れ
る
》
(
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
訴
訟
法
典
ハ
法
務
資

料
第
四
三
四
号
、
五
一
四
頁
)
の
訳
)
に
変
っ
た
。
〕

③
第
一

O
二
四
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
九
二
条
、
第
二
草
案
一

O

フラ γス一八O六年仲裁法の制定の経緯

九
三
条
)
に
つ
い
て
本
条
は
、
仲
裁
判
断
の
仮
執
行
に
裁
判
所
判
決

の
仮
執
行
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
国
務
院

に
お
い
て
は
、
意
見
な
く
、
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院
に
お
い
て
は
、
と
く

に
審
議
の
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
。
の
と
ロ
も
冨
m
L
Fロ
ロ
?
も
、
立
法
府

に
お
い
て
、
こ
れ
に
触
れ
て
い
な
い
。
第
一
草
案
、
第
二
草
案
、
法
律
を

通
じ
て
同
文
で
あ
る
。

@
第
一

O
二
五
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
九
三
条
、
第
二
草
案
一

O

九
四
条
)
に
つ
い
て

本
条
は
、
控
訴
人
敗
訴
の
場
合
に
控
訴
人
が
制

裁
を
蒙
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
務
院
に
お
い
て
は
、
意
見

な
く
、
採
択
さ
れ
た
Q

護
民
院
に
お
い
て
は
、
と
く
に
審
議
の
対
象
に
さ

れ
て
い
な
い
o
o
m
w
E
も
富
三
一
回
口
HHb
も
、
立
法
府
に
お
い
て
、
こ
の
点

に
つ
い
て
弁
じ
て
い
な
い
。
第
一
草
案
、
第
二
草
案
、
法
律
を
通
し
て
同

文
で
あ
る
。

⑫
第
一

O
二
六
条
(
国
務
院
草
案
一

O
九
四
条
、

草
案
一

O
九
五
条
、

一
O
九
七
条
、
第
二

一
O
九
八
条
)
に
つ
い
て

に
対
し
て
再
審
申
請
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
、
再
審
申
請
の
管
轄
裁
判
所
と

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
@
第
一
草
案
一

O
九
四
条
と
第
二
草
案
一

O
九

本
条
は
、
仲
裁
判
断

五
条
と
法
律
一

O
二
・
ハ
条
第
一
項
と
は
同
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
な
ん
の
議
論
も
志
見
も
な
か
っ
た
。
第
一
草
案
一

O
九
七
条
は

《
戸
白
円
。
A
Z
b
g
o
Z
ニ0
8

5
旬。円円
b
m
白
巳
門
口
}
)
ロ
ロ
白
-
仏
師
匂
H
m
S
5
5

-ロ
m仲間W
口
口
。
田
知
-
巴
己
目
-
・
0
H
A
m
n
E
C
c
p
回目で
cσ
』め丹

b
仲
間
広
仏
ゆ
ロ
m
p
H『
骨

酔

可
伊
丹
円
。
』
口
問
b
oロ
L
O
吋ロ
F
O
円
円
AwmmwC
ユ一
umw-
ロ
C
口
。
-
-
o
T
N
ω
ゆ
円
釦
釦
ロ

可凶

rzロ
m-ι
〆唱唱。-・》

《
再
審
申
請
は
、
訴
訟
物
が
そ
の
性
質
上
最
終
審
と
し
て
第
一
審
裁

判
所
に
お
い
て
裁
判
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
執
行
を
管
轄
す
る
第
一
審
裁

判
所
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
控
訴
裁
判
所
に
、
提
出
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。
》

で
あ
っ
た
。
管
轄
裁
判
所
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
控
訴
の
管
轄
裁
判
所
に

関
し
て
、
第
一
草
案
一

O
九
一
条
が
第
二
草
案
一

O
九
二
条
に
変
化
し
た
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*，f 

(
③
④
〉
の
と
同
じ
よ
う
に
、
第
二
草
案
一

O
九
八
条
は
《
戸
田
円

zzb丹市

立

i
r
E
S
H
Eユ
b
o
u
F
8
5
句
者
官
}
E
耳
目
。
ユ
(
管
轄
地
の

資

控
訴
院
)
(
以
下
同
文
)
》
と
な
っ
た
。
@
護
民
院
に
お
い
て
は
、
第
二
草

案
一

O
九
八
条
は
論
議
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
の
こ
の
第
二
草
案
一

O
九
八
条
の
文
言
が
、
法
律
一

O
二
六
条
第
二
項
の
文
言
に
整
理
さ
れ
た

経
緯
、
お
よ
び
、
こ
の
一

O
九
八
条
が
法
律
一

O
二
六
条
の
第
二
項
の
位

置
に
移
さ
れ
た
経
緯
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
条
文
整
理
の
技
術
上

の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
。
同

--Fも宮
但

EF円
B
b

も
本
条
に
つ
い
て
は
、
弁
じ
て
い
な
い

ο
?
z
c
b
g
i
z
r
は、

九

七
五
年
二
一
月
五
日
デ
タ
レ
第
七
五

l
一
一
二
二
号
第
一
九
条
第
一

O
に

よ
り
、

5
8
E
3
2
円
b
t
E
Cロ
と
い
う
語
に
代
え
ら
れ
た
〕
。

③
第
一

O
二
七
条
(
国
務
院
第
-
草
案
一

O
九
五
条
、
第
二
草
案
一

O

九
六
条
)
に
つ
い
て

本
条
は
、
前
条
第
一
一
吸
を
受
け
て
、
再
審
申
請

の
理
由
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
@
第
一
草
案

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
言
で
あ
っ
た
。
《

2
0
句

CC司
HgH2MMO出
品
目
仲
宮
円
。

匂
叶

D
唱。印
A
山

ω
唱
CC円
。
ロ
40円
2
5
F
H。
「
J

ロ
o
σ
2
2三
5
ロ

ι
2
問。同

B
2

。門会

s
r
g
(通
例
の
方
式
の
不
遵
守
)
、

arω
宮

E
E
合

E
g片
g
ロ・

5
ロロ
2
門
戸
正
日
向
。
門
円
ロ
間
宮
門

ZE--酔
Z
(当
事
者
が
特
別
の
方
式
に
つ

き
合
意
し
て
い
た
と
き
は

Y
N
o
句
ニ
釦
含
恥
司

g
ロC
口口恥

ω
口
同
門

7
2
2

ロC
ロ
仏

2
5ロ内田
b
g
(申
立
て
ざ
る
事
項
に
つ
き
判
断
し
た
る
と
き
)
、
印
恒
三

Uω
ぬ

M
M
2
3
6ご

g
ロロ

]
E
b
-
E
Z
Sこ
ぜ
同
一
円
]
ぬ
注
目

4
8
?
(以
下
の

条
文
に
よ
り
無
効
を
訴
え
る
場
合
を
除
き
)
》
。
国
務
院
に
お
い
て
は
、
こ

れ
が
意
見
な
く
、
採
択
さ
れ
た
。
@
護
民
院
に
お
い
て
は
、

γ
の

巴

以

下
の
文
言
に
つ
い
て
、
第
二
草
案
一

O
七
九
条
(
法
律
一

O
O九
条
)
の

文
言
が
《

-g
宮
『
吾
川

ω
ロゲロ

E
E
E同門
O
B
O
R
n
-ロ
40ロ
ロ
命
日
・
》
と
あ

る
の
で
、
こ
れ
と
同
じ
文
言
と
す
る
こ
と
と
、

γ
の

会

E
S
E
-ぽ『
t
n
r

Z
Z
E
C
を
《
曲
口
一

E
E
-
w
m
E
n
r
n
r名
門

b
C
と
す
る
こ
と
と
が
提
案

さ
れ
た
。
の
最
終
案
及
び
法
律
案
が
法
律
一

O
二
七
条
に
な
っ
た
、
そ
の

他
の
経
緯
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
@
の
と
ロ
も
Y
向丘

-
R
B
b
も、

本
条
に
つ
い
て
、
直
接
に
は
、
弁
じ
て
い
な
い
。

⑧
第
一

O
二
八
条
(
国
務
院
第
一
草
案
一

O
七
八
条
、

一
O
九
六
条
、

第
二
草
案
一

O
七
九
条
、

本
条
は
、
@

一
O
九
七
条
〉
に
つ
い
て

定
の
場
合
に
、
控
訴
ま
た
は
再
審
申
請
の
方
法
に
よ
る
こ
と
な
く
、
仲
裁

判
断
の
無
効
を
執
行
命
令
に
対
す
る
異
議
の
方
法
で
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
、
@
破
棄
申
立
が
許
さ
れ
る
場
合
が
仲
裁
判
断
に
対
す
る
再

審
申
請
ま
た
は
控
訴
に
つ
き
な
さ
れ
た
判
決
に
対
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る

」
と
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
④
第
一

O
九
六
条
第
一
項
第
二
項
と
法

作
一

O
二
八
条
第
一
項
第
二
項
の
違
い
は
、
字
句
の
違
い
に
止
ま
る
。
第
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一
O
九
六
条
で
は
《

Z
B
L
E
S
B℃
5
5
v乙
で
あ
る
の
が
、
法
律
一

O

二
八
条
で
は
《

r
c
g
仏
g
H
2
B
g
仏
=
2日間
}
5
5
2》
と
な
り
、
第
一

O
九
六
条
で
は
な
出
円

C
3
2
E
oロ
E

E
問。

g
o
E
A
Z
-
2
3
百円。.

ロ
O口口
b
F
H
b
g
t
cロ
》
で
あ
る
の
が
、
法
律
で
は
《
宮
司

C
S
E
x
-
cロ
世

-
Z
L
B
E
R
m
L
u
z
b
n
E
S》
と
な
っ
た
。
第
一
草
案
一

O
七
八
条
の

末
文
は
《
何
一

-g
ロ命日】

C
5
3
2
8ロG
ロロ

2

2
円。口

O口円∞めロ
g
∞目白色。ロ》

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
法
律
一

O
二
八
条
の
第
三
項
の
位
置
に
第
三
項
の

如
き
文
一
言
と
な
っ
て
制
定
さ
れ
た
。

@
国
務
院
に
お
い
て
は
、
意
見
な

く
、
草
案
は
採
択
さ
れ
た
。
護
民
院
か
ら
は
、
@
合
自

ω
-
2
2
2吉
田
》

を

全

m
g
-
2
2
m
口
ナ
名
門

P
C
と
す
る
こ
と
、
⑧
第
一
一
項
ど
に
《

gch

ブラシス一八O六年仲裁法の制定の経緯

2
3巳

ω
合

b
L
M
H
E吋

F
E
n
-
0
5∞斗》

(HOH∞
E
n
c含
)
を
加
え

る
こ
と
、
⑥
第
二
項
に
お
い
て
、
《
宮
門

D
3
2
E
Dロ
E
τ
問。

B
B
G

を
《
℃

mHCH)司
oatcロ
伊
一
、
c丘
Cロ
ロ
白
ロ
円
。
》
と
し
、
《
仏

m
gロ
ニ
ぬ
同
門
戸
『
ロ

E
-

Aロ
ニ

E
S
H
O
E巳
与
を
全
叩

g
E
r
E
E
E
ζ
o
E
Z
匂広田町門目白ロ円

で

2
5
5ロ弘巳
0・
》
と
す
る
こ
と
、
が
提
案
さ
れ
た
。

θ
第
一
草
案
一

O

七
八
条
の
末
文
か
ら
法
律
一

O
二
八
条
第
三
項
へ
の
変
化
の
経
緯
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
(
⑦
@
o
y
e
の
と
ロ
は
、
本
条
に
関
し
、

と
く
に
、
弁
じ
て
は
い
な
い
。
宮
内

L
-
2
5
b
は
、
執
行
命
令
に
対
す
る
異

議
と
い
う
方
途
を
設
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
述
(
⑫
の
)
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
ほ
か
に
、
こ
の
方
途
に
よ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
、
仲
裁
人
と
当
事
者
の
間

の
関
係
が
真
正
の
委
任

(
B
S含
乙
で
あ
る
こ
と
か
ら
説
明
し
、
権
限
の

な
い
ま
た
は
権
限
を
越
え
た
仲
裁
人
は
権
限
纂
奪
者
で
あ
り
、
そ
の
裁
判

行
為
は
、
裁
判
管
轄
の
秩
序
の
無
謀
な
侵
害
で
あ
り
、
当
事
者
と
の
問
の

契
約
の
明
白
な
違
反
で
あ
り
、
全
く
無
効
で
あ
っ
て
、
司
法
裁
判
官
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
無
効
を
宣
言
す
る
の
に
必
要
な
権
威
を
有
す
る

の
で
あ
る
、
と
弁
じ
て
い
る
。
〔

B
A
C
P
Z
2
i
z
は
一
九
七
五
年
一
二
月

五
日
デ
ク
レ
第
七
五

l
一
一
一
一
一
一
号
第
九
条
第
一
一
に
よ
り
、

g
H
b
i巴
Cロ
の
語
に
代
え
ら
れ
た
〕
。

同

O
口

CC円
ω

(一

)(UC仏
O
L
O
唱】・

0口h
芯

E
3
2
1
-
0・
。
。

EH広
目
。

-
u
R
t
p
F
2
2

同町

O
E
P
B
p
d
c・0
ロロ

5
5・
u
g
R
E
Z出回
2

第
一
部
は
裁
判
所

に
お
け
る
手
続
、
第
二
部
は
そ
の
他
種
々
の
手
続
で
あ
る
。
第
二
部
の

第
一
一
編
は
編
と
し
て
の
タ
イ
ト
ル
は
な
い
が
十
二
の
章
に
分
か
れ
、
第

二
編
は
相
続
の
開
始
に
関
す
る
手
続
と
い
う
担
イ
ト
ル
の
下
で
十
の
章

に
分
か
れ
、
第
三
編
は
タ
イ
ト
ル
が
な
く
仲
裁
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
章

が
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
各
編
の
制
定
日
公
布
日
は
必
ず
し
も
一
律

で
な
い
。
一
人

O
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
は
、
継
続
し
て
制
定
さ
れ
た

六
つ
の
法
律
か
ら
成
る
。
す
な
わ
ち
、
一
入

O
六
年
四
月
一
四
日
法
律

(
第
一
条
か
ら
第
四
四
二
条
ま
で
)
、
一
八

O
六
年
四
月
一
七
日
法
律
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料

(
第
四
四
二
一
条
か
ら
第
五
二
ハ
条
ま
で
て
一
入

O
六
年
四
月
二
一
日

法
律
(
第
五
一
七
条
か
ら
第
八
一
一
条
ま
で
〉
、
一
八

O
六
年
四
月
二

二
日
法
律
(
第
八
一
二
条
か
ら
第
九

O
六
条
ま
で
)
、
一
八

O
六
年
四

月
二
八
日
法
律
(
第
九

O
七
条
か
ら
第
一

O
O
二
条
ま
で
)
お
よ
び
一

八
O
六
年
四
月
二
九
日
法
律
(
第
一

O
O
二
一
条
か
ら
第
一

O
四
二
条
ま

で
〉
か
ら
成
る
(
河
内
ロ
zo--mbロ
合
主

ι
g
Z
2
2
L
g
R円伊丹
P
H
b
岡田

白ロロ
04zm
め
問
。
己
】
c-T
仏乱山口町内凶仲間
r

D

同仏
O
ロロ釦ロ円。
my

回
〈
』
凹
仏
ロ

(
U
D
ロ
mo
ニ

L
W
H
W
R
w
y
o
門口・・
H

斗∞
m
w
i
H
∞U
0
・目
u
・叶回一
Y

ロ
c
r
w
(
ω
)
・)。

合
一
)
一
人

O
六
年
当
時
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
手
続
に
つ
い
て
は
、

山
口
俊
夫
「
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
」
上
一
九
七
八
年
に
叙
述
が
あ
る
(
五

五
、
五
六
頁
〉
o

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
の
D
5
2戸

仏
両
S
仲
(
国
務
院
)
は
、
政
府
の
法
律
案
作
成
に
当
つ
て
の
諮
問
機
関

で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
の
中
か
ら

-
E尽
日
(
弁
士
)
を
選
ん
で
、
の

D
G
m

H
K

静
岡
田
己
主
広
(
立
法
府
)
に
お
い
て
政
府
原
案
の
弁
護
に
当
た
る
o

p
-
E
E同
(
議
民
院
)
は
、
国
務
院
か
ら
法
律
案
の
送
付
を
受
け
て
討

議
の
う
え
、
一
括
的
に
賛
否
を
表
明
す
る
が
、
修
正
権
は
な
く
、
そ
の

メ
ム
パ

l
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
弁
士
が
立
法
府
で
護
民
院
の
意
思
を
表

明
す
る
。
立
法
府
は
、
国
務
院
の
意
見
と
護
民
院
の
意
見
と
を
聴
取
し

た
の
ち
、
法
案
に
つ
き
審
議
し
、
議
決
す
る
。
元
老
院

(ω
宮

2

8ロ・

由
。
ョ
巳

2
円
)
は
、
立
法
府
が
可
決
し
た
法
律
を
審
査
し
、
皇
帝
に
対
し

そ
の
法
律
の
親
署
の
可
否
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

回
目
ざ
ロ
は
国
務
院
の
立
法
部
の
報
告
(
担
当
)
者
で
あ
っ
た

(
L

一
十
民
参
照
)
。
彼
が
三
月
二
九
日
に
最
終
案
を
提
出
し
た
の
は
国
務
院

資

に
対
し
て
で
あ
り
、
国
務
院
で
は
新
な
意
見
が
出
ず
、
そ
の
場
で
採
択

し
た

(
L
四
一
八
頁
)

o

の
と
ご
は
国
務
院
の
評
定
官

(Bロ田町
E
R
)

で
、
か
っ
、
政
府
の
弁
士
と
し
て
立
法
府
に
出
席
し
た
〈
L
四
一
九

頁
)
。
冨
と

-
E
g
b
は
護
民
院
の
弁
士
と
し
て
立
法
府
に
出
席
し
た
(
L

四
三

O
頁〉。

(
二
一
)
(
四
)
の
担
百
が
立
法
府
で
述
べ
て
い
る

(
L
四
二

O
、
四
一
一
一
頁
)
。

(
五
)
の
巳
ロ
五
前
注
に
同
じ

(
L
四
二
二
頁
〉
。

(
六
)
の
白
百
前
注
に
同
じ

(
L
四
二
三
頁
)
。
仲
裁
は
よ
く
利
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
e
か
え
る
。

(
七
)
(
八
)
護
民
院
の
弁
士
宮
丘
芯
円
B
b
が
立
法
府
で
述
べ
た
こ
と
で
あ

るハ
L
四
三
三
頁
〉
。
彼
は
、
仲
裁
人
が
実
定
法
規
を
よ
り
正
し
く
解
釈

適
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、

実
定
法
規
に
拘
束
さ
れ
ず
に
正
義
衡
平
に
基
づ
き
裁
判
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
九
)
ハ
一

O
)
冨
m
-
g
H
H
H
H
b
一
前
注
に
同
じ

(
L
四
三
四
頁
)

0
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付
記

」
の
研
究
は
日
本
証
券
奨
学
財
団
か
ら
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
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L巴smotifs des articles 1003""，1028 du Code 

de procedure civile 1806 

Noboru KOYAMAネ

Les articles 1003~ 1028 du Titre unique du Livre troisieme du 

Code de procるdurecivile decrete le 29 avril 1806 sont les sources 

legislatives du droit francais de l'arbitrage civil， parmi lesquels， 

cependant， les articles 1003 et 1004 sont abroges par la loi N072-626 

du 5 juillet 1972 et substitues par les articles 2059 et 2060 du Code 

civil， l'articIe 1027 est abroge par l'article 19 du decret N075-1122 

du 5 decembre 1975 et les articles 1023， 1026 et 1028 sont modifies 

en correspondance avec le decret N075-1123 du 5 d品目mbre1975 

(nouveau Code de procedure civile). Au surplus， la loi N072-626 a 

ajoute l'article 2061 relatif a l'arbitrage au Code civil et la loi 

N075-596 du 9 juillet 1975 a ajout品川inea2 a l'article 2060 clu Code 

civil. 

Le travail que j'ai fait a ete consacre a la recherche qui a pour 

but de savoir quelles discussions se sont passees au Conseil d'Etat， 

au Tribunat et au Corps Legislatif pour etablir les articles 1003~ 

1028 du Code de procedure civile 1806. 

A cette recherche je me suis refere principalement a Locre， La 

legislation civile， commerciale et criminelle de la France， tome 23， 

1830. 

発 Professeura la Faculte de Droit de l'Universite de Hokkaido 

V 北法30(4・280)962


